
(1)

〈発行〉 中央区 　〈編集〉 企画部広報課　中央区築地一丁目1番1号　（代表）☎（3543）0211 平成24年（2012年）６月21日（木曜日） No.１１４５

中央区ホームページ　http://www.city.chuo.lg.jp

中
央
区
長

 

や 

だ 

よ 

し 

ひ 

で

「区のおしらせ　中央」は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回７月１日号は町会・自治会配布です。

　
「
歯
み
が
き
は　

じ
ょ
う
ぶ

な
か
ら
だ
の
第
一
歩
」
―
―
。

六
月
四
日
の
歯
の
衛
生
週
間
初

日
に
日
本
橋
プ
ラ
ザ
前
広
場
で

恒
例
の
口
腔
衛
生
推
進
イ
ベ
ン

ト
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　

主
催
は
五
月
一
日
に
社
団
法

人
か
ら
公
益
社
団
法
人
に
移
行

し
た
旧
日
本
橋
歯
科
医
師
会
。

名
称
も
「
お
江
戸
日
本
橋
歯
科

医
師
会
」
に
変
更
し
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
地
域
活
動
を
強
化
す

る
と
い
う
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は

三
十
年
以
上
続
け
ら
れ
て
お
り
、

会
場
で
は
無
料
で
歯
の
健
康
相

談
や
歯
磨
き
指
導
な
ど
も
行
わ

れ
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
京
橋
歯
科
医
師
会
は

七
日
に
月
島
保
健
セ
ン
タ
ー
で

無
料
の
歯
科
相
談
、
歯
磨
き
ア

ド
バ
イ
ス
な
ど
を
い
た
し
ま
し

た
。
両
歯
科
医
師
会
の
ご
協
力

に
よ
り
歯
科
健
診
は
産
前
・
産

後
を
は
じ
め
一
歳
六
カ
月
児
、

三
歳
児
、
小
・
中
学
校
、
さ
ら

に
三
十
歳
か
ら
の
成
人
健
診
、

七
十
二
歳
か
ら
の
高
齢
者
健
診

は
二
年
ご
と
に
実
施
す
る
な
ど

大
い
に
充
実
し
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、

む
し
歯
を
持
つ
三
歳
児
の
割
合

は
二
十
三
区
で
一
番
少
な
く
な

っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
調
査
結

果
も
出
て
お
り
ま
す
。

　

誰
も
が
「
８ハ

チ

０マ
ル

２ニ
イ

０マ
ル

」
と
な

る
よ
う
、
家
族
ぐ
る
み
で
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
―
―
。

主
な
内
容

平
成
23
年
度（
下
半
期
）中
央
区
の
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
…
４
・
５
頁

高
齢
の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
・
７
頁

～７月14日（土）から～
　

乗
り
継
ぎ
時
間
の
短
縮
や
、土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
利
用
促
進
を
図

る
た
め
、
江
戸
バ
ス
の
ル
ー
ト
変

更
お
よ
び
ダ
イ
ヤ
改
正
を
実
施
し

ま
す
。

変
更
内
容

ル
ー
ト
変
更（
別
図
の
と
お
り
）

・
新
富
二
丁
目
周
辺
の
変
更

　
「
新
富
二
丁
目
」で
南
循
環
か
ら

北
循
環
へ
の
乗
り
継
ぎ
を
可
能
に

し
、
南
北
の
乗
り
継
ぎ
時
間
を
短

縮
し
ま
す（
２
頁
別
表
１
の
と
お

り
）。

・
銀
座
周
辺
へ
の
延
伸（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
の
み
）

ダ
イ
ヤ
改
正

　

ル
ー
ト
変
更
に
伴
い
、
ダ
イ
ヤ

改
正
を
実
施
し
ま
す（
２
頁
別
表

２
の
と
お
り
）。

◎
詳
細
は
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
七
月
上
旬
か
ら
本
庁
舎
、

日
本
橋
・
月
島
区
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
配
布
す
る
バ
ス
マ
ッ
プ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

環
境
政
策
課
庶
務
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
４
１
３

�

（
次
頁
へ
続
く
）

　

７
月
９
日（
月
）か
ら
外
国
人
住

民
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
住
民

記
録
シ
ス
テ
ム
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
別
表
の
と
お
り
日

曜
開
庁
お
よ
び
自
動
交
付
機
を
休

止
し
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
７
月
６
日（
金
）午
後
５

時
ま
で
に
電
話
予
約
い
た
だ
け
れ

ば
、
７
月
７
日（
土
）お
よ
び
８
日

（
日
）に
住
民
票
の
写
し
お
よ
び
印

鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

／621

別表
日曜開庁（7月8日）の休止 問合せ先

　毎週日曜日に開庁している1階の窓口（戸籍・転入・転出・
印鑑登録・国民健康保険）は、7月8日（日）は開庁していま
せんのでご注意ください。

区民生活課総合窓口係　　☎（3546）5321
区民生活課戸籍係　　　　☎（3546）5317
保険年金課資格係　　　　☎（3546）5362

自動交付機の休止 問合せ先

　区役所、日本橋・月島区民センターに設置している住民
票の写しと印鑑登録証明書の自動交付機を7月6日（金）午後
5時から7月8日（日）終日まで休止します。
　7月9日（月）午前7時からの利用となります。

区民生活課総合窓口係　　☎（3546）5321
日本橋特別出張所区民係　☎（3666）4253
月島特別出張所区民係　　☎（3531）1153

電話予約の受付 問合せ先（予約場所）

　7月6日（金）午後5時までの電話予約により、7月7日（土）
および8日（日）に住民票の写しと印鑑登録証明書を交付し
ます。
　交付場所　区役所1階宿直室窓口　☎（3543）0211
　交付時間　午前9時～午後9時30分

区民生活課総合窓口係　　☎（3546）5321
　受付日時　月～金曜日
　　　　　　午前9時～午後5時

（注）外国人住民の皆さんに7月9日から適用される住民基本台帳制度については、「区のおしらせ　中央」本号
10頁および区のホームページ（英語および中国語、韓国語による対応が可能）をご覧ください。

Note:Regarding the Basic Resident Registration system applying to foreign residents on and after July 9, 
please read the current issue of Chuo Newsletter, page10, or visit the Chuo City Office website.(English, 
Chinese and Korean are available.)

江戸バスの

ルート・ダイヤ改正

▲中央区コミュニティバス
　江戸バス

日
曜
開
庁
お
よ
び
自
動
交
付
機
の

休
止
に
つ
い
て

別図
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華
火
祭
の
概
要

日　

時

　

８
月
11
日（
土
）

　

午
後
７
時
〜
８
時
20
分

（
荒
天
の
場
合
は
翌
日
に
順
延
。

両
日
と
も
荒
天
の
場
合
は
中
止
）

内　

容

　

尺
五
寸
玉（
四
十
五
㎝
）十
発
、

尺
玉（
三
十
㎝
）百
発
を
含
む
約
一

万
二
千
発

観
覧
会
場

①
晴
海
主
会
場（
約
五
万
人
収
容
）

②
晴
海
第
二
会
場

 

（
約
三
万
人
収
容
）

◎
①
・
②
の
会
場
に
つ
い
て
は
入

場
整
理
券（
無
料
）が
必
要
で
す
。

③
豊
海
運
動
公
園
会
場

 

（
約
八
千
人
収
容
）

◎
③
の
会
場
に
つ
い
て
は
入
場
整

理
券
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

入
場
整
理
券
の
申
込
み

　

晴
海
の
会
場
は
全
て
入
場
整
理

券（
一
枚
で
二
名
入
場
可
）が
必
要

で
す
。

　

晴
海
で
観
覧
を
希
望
す
る
方
は
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
申
込
み
の
際
に
は

主
会
場
・
第
二
会
場
の
別
は
お
選

び
い
た
だ
け
ま
せ
ん（
主
会
場
は

区
民
優
先
と
な
り
ま
す
）。
な
お
、

重
複
申
込
は
無
効
で
す
。

は
が
き
で
の
申
込
み

　

６
月
21
日（
木
）か
ら
７
月
17
日

（
消
印
有
効
）ま
で
に
は
が
き（
往

復
は
が
き
無
効
）に
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
を
記
入
し
て
申
込
む
。

・
申
込
先

　

〒
１
０
４
―
８
７
８
２

　

日
本
郵
便　

晴
海
支
店
留

　

東
京
湾
大
華
火
祭
実
行
委
員
会

事
務
局

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み

　

６
月
21
日（
木
）午
前
９
時
か
ら

７
月
17
日（
火
）午
後
５
時
ま
で
に

区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
む
。

◎
抽
選
結
果
の
発
表
は
入
場
整
理

券
の
発
送
を
も
っ
て
代
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
抽
選
は
区
民
優
先
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

・
入
場
整
理
券
に
つ
い
て
は

　

東
京
湾
大
華
火
祭
実
行
委
員
会

事
務
局

 

☎（
３
２
４
８
）１
５
６
１

・
そ
の
他
華
火
祭
全
般
に
つ
い
て

は

　

地
域
振
興
課
地
域
事
業
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
３
９

設
さ
れ
ま
し
た
。
障
害
者
自
立

支
援
法
に
基
づ
く「
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
」は
児
童
福
祉
法
の

「
児
童
発
達
支
援
」（
就
学
前
）と

「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」

（
就
学
後
）に
な
り
ま
し
た
。

支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

　

よ
り
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の

支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス
に「
サ
ー
ビ

ス
利
用
計
画
」の
作
成
が
加
わ
り

ま
し
た（
別
図
の
と
お
り
）。

　

区
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

画
の
対
象
者
を
順
次
拡
大
す
る
と

と
も
に
、
計
画
を
作
成
す
る
相
談

支
援
事
業
者
の
指
定
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

障
害
者
福
祉
課
相
談
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）６
７
５
３

 

℻  （
３
５
４
４
）０
５
０
５

　

四
月
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法

と
児
童
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
主
な
変
更
点
は
次
の

と
お
り
で
す
。

利
用
者
負
担
に
つ
い
て

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
と
補
装

具
の
利
用
者
負
担
が
合
算
と
な
り
、

一
部
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
と
併
せ
て

利
用
さ
れ
て
い
る
方
、
同
じ
世
帯

で
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

場
合
な
ど
で
、
月
ご
と
に
世
帯
で

の
利
用
者
負
担
額
の
合
算
額
が
基

準
額
を
上
回
る
場
合
に
、
そ
の
相

当
額
を
支
給
し
ま
す（
償
還
払
い

の
た
め
、
申
請
手
続
き
が
必
要
で

す
）。

相
談
支
援
体
制
の
強
化

　

地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
を
担
う
機
関
と
し
て
の
基
幹
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
地
域
の
障

害
者
へ
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課

題
を
共
有
化
す
る
た
め
の
自
立
支

援
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
、
障

害
者
自
立
支
援
法
に
明
記
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
後
、
区
で
は
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
向
け
た
検

討
・
準
備
を
自
立
支
援
協
議
会
な

ど
で
行
っ
て
い
き
ま
す
。

障
害
児
支
援
の
充
実

・
障
害
の
あ
る
児
童（
十
八
歳
未

満
）の
施
設
で
の
支
援
は
、
児

童
福
祉
法
に
一
元
化
さ
れ
ま
し

た
。

・
障
害
児
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

主
体
が
都
か
ら
区
に
移
り
、
申

請
受
付
や
支
給
決
定
な
ど
は
区

が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

・「
保
育
所
等
訪
問
支
援
」と「
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」が
創

　

毎
年
恒
例
の「
中
央
区
大
江
戸

ま
つ
り
盆
お
ど
り
大
会
」を
、
八

月
二
十
四
日（
金
）・
二
十
五
日

（
土
）に
浜
町
公
園
で
開
催
し
ま
す
。

盆
お
ど
り
練
習
会

　

大
江
戸
ま
つ
り
盆
お
ど
り
大
会

や
地
域
の
盆
お
ど
り
大
会
に
も
気

軽
に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
、
練

習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

区
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲「
こ
れ
が

お
江
戸
の
盆
ダ
ン
ス
」や
今
年
か

ら
新
た
に
加
わ
る「
銀
座
カ
ン
カ

ン
娘
」と「
ベ
イ
サ
イ
ド
ブ
ギ
」を

含
め
数
曲
を
練
習
す
る
予
定
で
す
。

初
め
て
の
方
向
け
の
練
習
も
行
い

ま
す
。

◎
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
飲
み
物
な
ど
は
各
自
で
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

月
島
地
域

・
日
時　

７
月
４
日（
水
）

　

午
後
６
時
30
分
〜

・
会
場　

月
島
社
会
教
育
会
館
四

階
ホ
ー
ル

京
橋
地
域

・
日
時　

７
月
11
日（
水
）

　

午
後
６
時
30
分
〜

・
会
場　

京
橋
プ
ラ
ザ
区
民
館
二

階
多
目
的
ホ
ー
ル

日
本
橋
地
域

・
日
時　

７
月
18
日（
水
）

　

午
後
６
時
30
分
〜

・
会
場　

日
本
橋
社
会
教
育
会
館

八
階
ホ
ー
ル

※
問
合
せ
先

　

中
央
区
大
江
戸
ま
つ
り
実
行
委

員
会
事
務
局（
地
域
振
興
課
自

治
振
興
係
）

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
３
６

別表２　北循環　主要バス停　新時刻表

バス停名
平　日 土曜日 日曜日・祝日

始発 終発 時間ダイヤ（分）始発 終発 時間ダイヤ（分）始発 終発 時間ダイヤ（分）

中央区役所 7：00 18：40 00 20 40 6：58 18：38 18 38 58 7：58 18：38 18 38 58

新富二丁目 7：03 18：43 03 23 43 7：01 18：41 01 21 41 8：01 18：41 01 21 41

八重洲通り東
（いちよし証券前） 7：06 18：46 06 26 46 7：04 18：44 04 24 44 8：04 18：44 04 24 44

東京駅八重洲北口
（八重洲地下街北入口）7：13 18：53 13 33 53 7：11 18：51 11 31 51 8：11 18：51 11 31 51

浜町駅（明治座前） 7：34 19：14 14 34 54 7：30 19：10 10 30 50 8：30 19：10 10 30 50

中央区役所（着） 8：08 19：48 08 28 48 8：08 19：48 08 28 48 9：08 19：48 08 28 48

南循環　主要バス停　新時刻表

バス停名
平　日 土曜日 日曜日・祝日

始発 終発 時間ダイヤ（分）始発 終発 時間ダイヤ（分）始発 終発 時間ダイヤ（分）

中央区役所 7：00 18：40 00 20 40 7：00 18：40 00 20 40 8：00 18：40 00 20 40

祝橋南 ↓ ↓ 7：01 18：41 01 21 41 8：01 18：41 01 21 41

東銀座駅 ↓ ↓ 7：03 18：43 03 23 43 8：03 18：43 03 23 43

三原橋 ↓ ↓ 7：04 18：44 04 24 44 8：04 18：44 04 24 44

采女橋 ↓ ↓ 7：06 18：46 06 26 46 8：06 18：46 06 26 46

築地社会教育会館 ↓ ↓ 7：08 18：48 08 28 48 8：08 18：48 08 28 48

築地場外市場前 ↓ ↓ 7：12 18：52 12 32 52 8：12 18：52 12 32 52

築地本願寺 7：03 18：43 03 23 43 7：14 18：54 14 34 54 8：14 18：54 14 34 54

勝どき駅 7：33 19：13 13 33 53 7：44 19：24 04 24 44 8：44 19：24 04 24 44

聖路加国際病院 7：55 19：35 15 35 55 8：06 19：46 06 26 46 9：06 19：46 06 26 46

リハポート明石 7：57 19：37 17 37 57 8：08 19：48 08 28 48 9：08 19：48 08 28 48

入船三丁目 7：58 19：38 18 38 58 8：09 19：49 09 29 49 9：09 19：49 09 29 49

新富二丁目 7：59 19：39 19 39 59 8：10 19：50 10 30 50 9：10 19：50 10 30 50

中央区役所（着） 8：05 19：45 05 25 45 8：13 19：53 13 33 53 9：13 19：53 13 33 53

◎区のホームページと新バスマップに全バス停の時刻表を掲載します。

別表１　乗り継ぎ時間
南循環⇒北循環 北循環⇒南循環

平　日 土・日曜日、祝日 平　日 土・日曜日、祝日

変更前 13分 13分 14分 12分

変更後 4分（9分短縮）※1 5分（8分短縮）※2 12分（2分短縮）※2 12分※2

※1 ：新富二丁目での乗り継ぎ　　※2 ：中央区役所での乗り継ぎ
◎乗り継ぎ時間は、天候や道路状況などにより異なる場合があります。

受
付
・
申
請

障
害
程
度
区
分
の
認
定

サ
ー
ビ
ス
等

利
用
計
画
案
の
作
成

支
給
決
定

支
給
決
定
時
の

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サ
ー
ビ
ス
利
用

支
給
決
定
後
の

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支給決定時からケアマネジメントを実施一定期間ごとのモニタリング

別図　支給決定プロセス（申請から利用までの流れ）

第
23
回

中
央
区
大
江
戸
ま
つ
り
盆
お
ど
り
大
会

４
月
か
ら
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

の
変
更
点
に
つ
い
て

第
24
回
東
京
湾
大
華
火
祭

〜
入
場
整
理
券
申
込
み
の
ご
案
内
〜

１頁からの続き　「江戸バスのルート・ダイヤ改正」
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(3) お気軽にお問合せ・ご相談ください。「まごころステーション」☎（3546）0561

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

「
き
ら
ら
中
央
」事
業
案
内

お
詫
び
と
訂
正

　
「
区
の
お
し
ら
せ　

中
央
」六

月
一
日
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

八
頁「
中
央
区
新
発
見
！
『
ま

ち
歩
き
ツ
ア
ー
』参
加
者
募
集
」

別
表
の
産
業
コ
ー
ス
・
朝
日
新

聞
社
コ
ー
ス
実
施
日
時

誤　

８
月
１・

日（
水・

）

正　

８
月
３・

日（
金・

）

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
の
総

合
相
談
、子
育
て
交
流
サ
ロ
ン「
あ

か
ち
ゃ
ん
天
国
」、
一
時
預
か
り

な
ど
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
、
子
育
て

に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
、
子
育

て
家
庭
を
応
援
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
「
き
ら

ら
中
央
」で
実
施
し

て
い
る
主
な
事
業

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
、
対
象
者
な
ど

　

別
表
の
と
お
り

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
６
時

　
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

所
在
地

　

中
央
区
勝
ど
き
１
―
４
―
１

※
問
合
せ
先

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎（
３
５
３
４
）２
１
０
３

子
ど
も
と
子
育
て

家
庭
の
総
合
相
談

　

十
八
歳
未
満
の
子
ど
も
と
子
育

て
家
庭
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
に
関
し
て
、
悩
み
や

不
安
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
一
人
で

悩
ま
ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ご
相
談
の
内
容
に
応
じ
て
、
保

健
・
心
理
・
福
祉
な
ど
の
専
門
相

談
員
が
個
別
に
応
じ
ま
す
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◎
で
き
る
だ
け
事
前
の
ご
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
相
談
先

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
相

談
係

 

☎（
３
５
３
４
）２
２
５
５

〜
児
童
虐
待
に
対

応
す
る
た
め
に
〜

子
ど
も
ほ
っ
と
ラ

イ
ン

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
児
童
虐
待
情
報
専
用
電
話
と
し

て「
子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」を
設

置
し
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・

早
期
対
応
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

通
告
し
た
方
の
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思

わ
れ
る
子
ど
も
を
発
見
し
た
場
合

は
、
直
ち
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

も
し
虐
待
で
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
通
告
を
し
た
方
が
責
任
を

問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

※
通
告
・
相
談
先

　

子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

 

☎（
３
５
３
４
）２
２
２
８

「
赤
ち
ゃ
ん
・
ふ
ら

っ
と
」を
ご
存
じ
で

す
か

　
「
赤
ち
ゃ
ん
・
ふ
ら
っ
と
」は
乳

幼
児
連
れ
で
も
安
心
し
て
外
出
が

で
き
る
よ
う
、
お
む
つ
替
え
や
調

乳
・
授
乳
の
た
め
に
立
ち
寄
る
こ

と
の
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
の
愛
称
で

す
。

　

区
の
施
設
で
は
子
ど
も
家
庭
支

援
セ
ン
タ
ー
「
き
ら
ら
中
央
」、

築
地
・
堀
留
町
・
浜
町
・
月
島
・

勝
ど
き
児
童
館
、
女
性
セ
ン
タ
ー

「
ブ
ー
ケ
21
」が「
赤
ち
ゃ
ん
・
ふ

ら
っ
と
」と
し
て
都
へ
届
け
出
を

し
て
い
ま
す
。

　

施
設
の
入
口
な
ど
に「
赤
ち
ゃ

ん
・
ふ
ら
っ
と
」
マ
ー
ク
を
掲
示

し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

都
内
の
届
出
施
設
の
一
覧
は
と

う
き
ょ
う
子
育
て
ス
イ
ッ
チ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

都
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策

部
家
庭
支
援
課
子
育
て
事
業
係

 

☎（
５
３
２
０
）４
３
７
１

　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
事

業
係
☎（
３
５
３
４
）２
１
０
３

　

と
う
き
ょ
う
子
育
て
ス
イ
ッ
チ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

 
http://kosodateswitch.jp

別表　子ども家庭支援センター主要事業
種類 事業名 対象者 内容・費用負担など

預
か
り
保
育
サ
ー
ビ
ス

一時預かり保育
（一時保育）

生後57日から未就学児まで

冠婚葬祭や育児疲れなどの際に、お子さんをお預かりします。
〈利用時間〉　午前9時から午後5時まで（1時間単位で利用可）
〈利用料金〉　1時間800円
◎日本橋区民センター内日本橋分室保育室でも実施しています。

一時預かり保育
（緊急保育）

出産や入院など緊急の理由で一時的に保育が必要になった場合に、お子さんをお預かりします。
〈利用時間〉　午前9時から午後5時まで（原則として1カ月以内）
〈利用料金〉　1日2,000円
◎日本橋区民センター内日本橋分室保育室でも実施しています。

トワイライトステイ 2歳から小学校6年生まで
仕事などにより帰宅が夜間となる場合に、一時的にお子さんをお預かりします。
〈利用時間〉　午後5時から午後10時まで
〈利用料金〉　1回2,000円　夕食代1食400円（持参も可）

病児・病後児保育 生後7カ月から
小学校3年生まで

入院加療の必要のない病中または病気回復期にあるお子さんを家庭で看護することができないとき、区が委託し
た医療機関または認証保育所の保育室でお預かりします。
〈利用時間〉　午前9時から午後5時30分まで
〈利用料金〉　1日2,000円

子どもショートステイ 生後7日から
中学校3年生まで

保護者の病気や出産などの理由により、お子さんの保育が一時的に難しくなったときに、区が委託した施設また
は協力家庭でお子さんを短期的にお預かりします。
〈利用期間〉　施設：6泊7日以内　協力家庭：2泊3日以内
〈利用料金〉　1泊2日6,000円（以降1日増えるごとに3,000円加算）

ご
自
宅
で
の
子
育
て
サ
ポ
ー
ト

育児支援ヘルパー
母子健康手帳交付時から
出産後6カ月以内の家庭

育児や家事の支援を必要とする妊娠中または産後のご家庭に対して、区と契約を結んだ事業者がホームヘルパー
を派遣します。
〈利用時間〉　午前8時から午後6時までの時間帯で1日につき2時間以内（1世帯につき合計15回まで）
〈利用料金〉　家庭の所得により異なります。

緊急一時保育援助事業 生後4カ月から未就学児まで

保護者の病気や出産などによって緊急一時的にお子さんを保育することが困難となった場合に、保育員（ベビー
シッター）を派遣します。
〈利用時間〉　午前8時から午後6時までの間で1日につき9時間以内
〈利用料金〉　利用時間および家庭の所得により異なります。

親
子
の
交
流
・
活
動
支
援
、
情
報
提
供

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」

0歳から3歳になった最初の3月
31日までの間にある乳幼児と
その保護者の方、妊娠中の方

子育てに関するさまざまな情報交換や仲間づくりの場として、また、必要な方には育児に関する相談や助言を行
うことを目的としたひろばです。定期的に子育て講座やミニコンサートなども実施しています。
〈利用時間〉　午前9時から午後5時まで
〈利用料金〉　無料（ミルクなどは各自で持参ください）

情報交流室 どなたでも利用できます。
パンフレットや掲示物などで子育てに関するさまざまな情報を発信しています。また、育児雑誌や育児に関する
ビデオを見ることもできます。
〈利用時間〉　午前9時から午後5時まで

地域活動室の貸出
区内で子育て支援に関する
活動を行っている人やグル
ープ、団体など

子育てグループなどの活動を支援するため、地域活動室を無料で貸し出します（約20名利用可）。
〈利用時間〉午前　午前9時から正午まで
　　　　　午後　午後1時から5時まで
　　　　　夜間　午後6時から10時まで

▲「赤ちゃん・ふらっと」マーク
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(4)

をお知らせします
　

テ
レ
ビ
放
送
は
、
昨
年
七
月
二

十
四
日
に
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が

終
了
し
、地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送（
地

デ
ジ
）に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。

　

区
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を

ご
覧
の
区
民
等
の
皆
さ
ん
の
急
激

な
負
担
増
を
避
け
、
緩
や
か
に
地

デ
ジ
へ
の
移
行
が
で
き
る
よ
う
、

区
内
で
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
を

展
開
し
て
い
る
東
京
ベ
イ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
㈱
と
東
京
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
㈱
の
二
事
業
者
と
協
議

を
行
い
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
を
ア
ナ
ロ
グ
放
送
停

波
後
経
過
期
間
と
し
、
次
の
二
つ

の
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
視
聴
す
る

た
め
の
接
続
料
を
無
料
化（
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
放
送
受
信
料
お
よ
び
Ｂ

Ｓ
、
Ｃ
Ｓ
な
ど
の
有
料
放
送
を

除
く
）

・
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
が
な
く
て

も
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
経
由

し
て
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
の
ま
ま

地
デ
ジ
が
視
聴
で
き
る
デ
ジ
ア

ナ
変
換
送
信

　

い
ず
れ
の
対
策
も
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
で
終
了
す
る
こ

と
に
伴
い
、
事
前
に
区
民
等
の
皆

さ
ん
へ
の
周
知
を
図
る
た
め
、
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
か
ら
有
料

化
へ
向
け
た
ご
案
内
を
展
開
し
て

い
き
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
よ

る
視
聴
を
や
め
、
ご
自
分
で
地
デ

ジ
用
ア
ン
テ
ナ
を
設
置
す
る
か
、

ま
た
は
光
回
線
へ
接
続
し
て
視
聴

す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
の
費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。

※
問
合
せ
先

・
東
京
ベ
イ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱

（
年
中
無
休
、
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
６
時
）

 

☎
０
１
２
０（
５
０
０
）７
７
４

・
東
京
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

㈱（
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
、

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

 

☎（
３
８
１
４
）２
６
０
０

・
広
報
課
広
報
係（
平
日
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
）

 

☎（
３
５
４
６
）５
６
８
８

　

平
成
二
十
四
年
度
の
募
集
か
ら

区
立
住
宅
な
ど
の
申
込
資
格
に

「
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
」が
加
わ

り
ま
し
た
。

区
立
住
宅

　

主
に
中
堅
所
得
世
帯
の
方
を
対

象
と
す
る
住
宅
で
す
。

対　

象

　

次
の
①
〜
⑥
全
て
の
要
件
を
満

た
す
方

①
申
込
者
本
人
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
あ
て
は
ま
る
成
年
者（
二

十
歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

で
、
そ
れ
を
住
民
票
な
ど
で
証

明
で
き
る
こ
と

・
申
込
日
現
在
、
区
内
に
居
住
し

て
い
る
こ
と

・
区
内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、

募
集
す
る
住
宅
と
戸
数

　

別
表
の
と
お
り

申
込
み
の
し
お
り
な
ど
の
配
布

　

募
集
期
間
中（
土
・
日
曜
日
は

除
く
）に
、
区
役
所
五
階
住
宅
課

お
よ
び
日
本
橋
・
月
島
特
別
出
張

所
で
配
布
し
ま
す
。

　

ま
た
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

申
込
方
法

　

７
月
５
日（
必
着
）ま
で
に
郵
便

事
業
株
式
会
社
晴
海
支
店
留
の
郵

送
で
申
込
む
。

◎
申
込
み
は
、
一
世
帯
に
つ
き
一

通
で
す
。
住
宅
の
所
在
地
、
間

取
り
な
ど
、
詳
し
く
は
申
込
み

の
し
お
り
ま
た
は
区
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

住
宅
課
住
宅
管
理
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
４
７
０

二
親
等
以
内
の
親
族
が
申
込
日

現
在
区
内
に
居
住
し
て
い
る
こ

と
②
平
成
二
十
三
年
中
の
所
得（
同

居
親
族
に
所
得
が
あ
る
場
合
は

そ
の
合
算
）が
、
別
表
の
所
得

基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③
現
に
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族（
内
縁
、
婚
約
者

を
含
む
）が
い
る
こ
と

④
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

⑤
住
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
⑥
申
込
者（
同
居
親
族
を
含
む
）が

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

区
立
高
齢
者
住
宅

　

満
六
十
五
歳
以
上（
昭
和
二
十

二
年
七
月
三
日
以
前
の
生
ま
れ
）

の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者（
同

居
親
族
が
い
な
い
方
）、
ま
た
は

高
齢
者
夫
婦
等（
二
人
世
帯
高
齢

者
）の
世
帯
を
対
象
と
す
る
住
宅

で
す
。

対　

象

　

次
の
①
〜
⑥
全
て
の
要
件
を
満

た
す
方

①
申
込
者
本
人
が
中
央
区
に
引
き

続
き
三
年
以
上
居
住
し
、
そ
の

こ
と
を
住
民
票
な
ど
で
証
明
で

き
る
こ
と

②
平
成
二
十
三
年
中
の
所
得（
同

居
親
族
に
所
得
が
あ
る
場
合
は

そ
の
合
算
）が
、
別
表
の
所
得

基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③
介
助
を
必
要
と
せ
ず
自
立
し
て

日
常
生
活
を
営
め
る
こ
と

④
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

⑤
住
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
⑥
申
込
者（
同
居
親
族
を
含
む
）が

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

区
営
住
宅

　

主
に
低
所
得
世
帯
の
方
を
対
象

と
す
る
住
宅
で
す
。

対　

象

　

次
の
①
〜
⑥
全
て
の
要
件
を
満

た
す
方

①
四
人
以
上
世
帯
で
あ
る
こ
と

②
申
込
者
本
人
が
区
内
に
居
住
す

る
成
年
者（
二
十
歳
未
満
の
既

婚
者
を
含
む
）で
、
そ
れ
を
住

民
票
な
ど
で
証
明
で
き
る
こ
と

③
平
成
二
十
三
年
中
の
所
得（
同

居
親
族
に
所
得
が
あ
る
場
合
は

そ
の
合
算
）が
、
別
表
の
所
得

基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

④
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

⑤
住
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
⑥
申
込
者（
同
居
親
族
を
含
む
）が

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

共　

通

募
集
期
間

　

６
月
21
日（
木
）〜

 

７
月
２
日（
月
）

区
立
住
宅
・
区
立
高
齢
者
住
宅
お
よ
び

区
営
住
宅
あ
き
家
入
居
者
募
集

別表

住宅区分 住宅名 募集戸数 間取り 面　積 使用料
（月額） 所得基準（年間所得）

区立住宅

晴海住宅 １戸 2DK 38.8㎡ 28,700円 861,000円～14,400,000円

八丁堀住宅
１戸 3DK 60.7㎡ 98,700円 2,961,000円～14,400,000円

１戸 3DK 63.4㎡ 103,100円 3,093,000円～14,400,000円

月島西仲住宅 １戸 3LDK 68.5㎡ 132,240円
1,896,001円～
14,400,000円

箱崎町住宅 １戸 2DK 55.4㎡ 120,460円
京橋プラザ住宅
（一般型） ２戸 2LDK 66.4㎡ 145,100円

京橋プラザ住宅
（特公賃型）

１戸 2DK 50.3㎡ 109,900円 2,276,000円～
6,224,000円１戸 2LDK 61.1㎡ 140,600円

区立高齢
者住宅

高齢者住宅晴海
ガーデンコート １戸 1DK 44.3㎡ 95,000円 0円～14,400,000円

区営住宅 勝どき住宅 １戸 3DK 59.3㎡ 42,100円～
124,900円

世帯数 一般世帯 障害者等世帯

４人 0円～
3,036,000円

0円～
3,708,000円

◎区立住宅の使用料は、世帯の所得により最大5割まで減額します（晴海住宅および八丁堀住宅は除く）。
◎ 区立京橋プラザ住宅（特公賃型）の所得基準は、2人世帯の場合です。家族数に応じて所得基準が変わり
ます。
◎区立高齢者住宅の使用料は、世帯の所得により最大12,000円まで減額します。
◎区営住宅の使用料は、世帯の所得により1割まで減額します。
◎区営住宅の所得基準は、4人世帯の場合です。家族数に応じて所得基準が変わります。
◎所得とは、給与所得者の場合、給与所得控除後の金額です。

　特別区債は、ご家庭でいえば「借金」に当たるものです。
　小・中学校の改築や大規模な施設の建設の際には、一時的に多額の費用を必要とします。
　これらの施設は、区民の皆さんが長期にわたって利用するものです。そこで、その費用を
将来の区民の方々にもご負担いただくという考えで、国などから長期にわたって資金の借り
入れを行うことがあります。これが特別区債です。
　なお、特別区債を活用してできる事業は、「地方財政法」で定められています。

特 別 区 債 の 状 況

　基金は、ご家庭でいえば「貯金」に当たるものです。
　将来、学校や区民施設の建設など一時的に多額の資金が必要となる場合に備えて、あらか
じめ目的ごとの基金として積み立てを行っています。

基 金 の 状 況

発 行 目 的 平成23年9月末現在
未償還元金

平成23年10月 ～ 平成24年3月 平成24年3月末現在
未償還元金発行額 償還額

福 祉 施 設 整 備 5億5,000万円 0円 2億円 3億5,000万円

教 育 施 設 整 備
小・中学校の建設、
改築および用地取得

15億5,354万5千円 0円 1億2,186万9千円 14億3,167万6千円

住民税等減税の補てん 1億4,118万5千円 0円 762万9千円 1億3,355万6千円

臨 時 税 収 補てん 17億9,275万2千円 0円 1億2,982万2千円 16億6,293万円

合　計 40億3,748万2千円 0円 4億5,932万円 35億7,816万2千円

〔
〔

基金の名称 平成23年9月末
現在高

平成23年10月～平成24年3月 平成24年3月末
現在高積立額 取崩額

施 設 整 備 基 金 200億9,314万6千円 5,737万5千円 0円 201億5,052万1千円

うち子ども手当寄附金 39万円 31万4千円 0円 70万4千円

教育施設整備基金 125億152万3千円 2,162万4千円 0円 125億2,314万7千円

財 政 調 整 基 金 153億826万8千円 1,556万8千円 0円 153億2,383万6千円
減 債 基 金 4億1,051万9千円 8,852万5千円 2億円 2億9,904万4千円

小　計 483億1,345万6千円 1億8,309万2千円 2億円 482億9,654万8千円

まちづくり支援基金 53億2,028万1千円 2,345万6千円 9億円 44億4,373万7千円

平 和 基 金 4,570万7千円 177万6千円 0円 4,748万3千円
交通環境改善基金 1億422万4千円 3万6千円 0円 1億426万円

森とみどりの基金 9,899万円 3万4千円 0円 9,902万4千円

文 化 振 興 基 金 5,003万6千円 1万7千円 0円 5,005万3千円

介護保険給付準備基金 2億6,636万3千円 8万3千円 0円 2億6,644万6千円
介護従事者処遇
改善臨時特例基金 2,463万6千円 8千円 2,464万4千円 0円

合　計 542億2,369万3千円 2億850万2千円 11億2,464万4千円 533億755万1千円

◎このほか、公共料金支払いのために定額の資金を運用する公共料金支払基金を設置しています。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で

テ
レ
ビ
放
送
を
視
聴
の
皆
さ
ん
へ

〜
平
成
27
年
4
月
か
ら
接
続
料
が
有
料
と
な
り
ま
す
〜
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　区では、区民の皆さんに中央区の財政状況を理解していただくため、納められた税金の使い道や区の財産、基金（貯金）、特別
区債（借金）の現況などを毎年６月と12月に公表しています。
　今回は、平成23年度下半期（平成23年10月１日～平成24年３月31日）分についてお知らせします。
　なお、各会計の収入済額・支出済額は平成24年３月31日現在のもので、出納整理期間（平成24年４月１日～５月31日）の額
は含まれていないため、最終的な決算額とは異なります。 ※問合せ先　企画財政課財政主査　☎（3546）5255

　一時借入金とは、一時的に支払資金が不足する場合に、年度内に返済することを条件
に、金融機関などから借り入れる資金をいいます。
　平成24年3月31日現在の一時借入金はありません。

一 時 借 入 金

一 般 会 計
　一般会計は、特別区税や特別区交付金を主な財源（収入）として、子育て支援や高齢者
施策をはじめとする福祉の充実や学校教育、区民の健康づくり、防災・危機管理対策、環
境対策、まちづくりの推進、商工業支援など区政一般に要する経費の会計です。
　平成23年度の予算は、前回（平成23年9月30日現在）の公表時において、平成22年度から
の繰越事業費を含め734億4,549万3千円でしたが、その後、平成24年3月に増額補正を行
い、繰越事業費を含めた「予算現額」は737億5,917万9千円となりました。

　特別会計は、特定事業の歳入歳出を明確にするために、一般会計とは別に設けられた
ものです。

特 別 会 計

国民健康保険事業会計
　国民健康保険事業会計は、国民健康保険に加入している皆さん（平成24年3月31日現在
31,585人、21,813世帯）の医療費等に要する経費を経理しています。
　平成23年度の予算は、前回（平成23年9月30日現在）の公表時において114億7,989万9千
円でしたが、その後平成24年3月に減額補正を行い、予算現額は112億7,720万5千円とな
りました。

　介護保険事業会計は、介護保険に加入している皆さん（平成24年3月31日現在65歳以上
被保険者20,168人、要介護認定者3,887人）の介護サービス費等に要する経費を経理して
います。
　平成23年度の予算は、前回（平成23年9月30日現在）の公表時において64億7,757万7千
円でしたが、その後平成24年3月に増額補正を行い、予算現額は65億1,181万1千円とな
りました。

介 護 保 険 事 業 会 計

　公有財産とは、区役所の庁舎や小・中学校、保育所、区立住宅、公園などの区が所有する
土地、建物や有価証券などの財産をいいます。

公 有 財 産 の 現 在 高

（平成24年3月31日現在）

土地（430,994.31㎡） 3,462億2,199万5千円

建物（509,317.99㎡） 1,258億6,152万3千円

工 作 物・ 立 木 竹 45億701万3千円

有 価 証 券 等 15億4,872万6千円

　合　計　 4,781億3,925万7千円

区 民 負 担 の 概 況
　特別区民税の調定額（区が収入すべき金額）から区民の皆さんの一人当たり、一世帯当
たりの負担額を計算すると、次のようになります。

◎人口および世帯数は、平成23年1月1日（賦課期日）現在のものです。
　人口は外国人登録者を含みます。

（平成24年3月31日現在）

特別区民税調定額 175億3,549万5千円 特 別 区 民 税 の 負 担 額

人 口 121,961人 一 人 当 た り 14万3,780円

世 帯 数 67,351世帯 一世帯当たり 26万360円

執行状況（平成24年3月31日現在）
737億5,917万9千円（うち前年度からの繰越事業費3億1,368万6千円）
618億5,187万4千円（執行率83.9％）
552億1,697万5千円（執行率74.9％）

歳入歳出予算現額
収 入 済 額
支 出 済 額

204億6,784万9千円
185億1,116万8千円（90.4%）

113億4,137万9千円
120億4,565万6千円（106.2%）

78億3,100万円
78億847万円（99.7%）
67億4,887万3千円

11億円（16.3%）

63億6,975万8千円
59億200万円（92.7%）
60億5,190万5千円

49億4,445万5千円（81.7%）
149億4,841万5千円

115億4,012万5千円（77.2%）
予算現額
収入済額・支出済額（率）

186億372万7千円
165億1,182万8千円（88.8%）
128億6,762万1千円

81億7,995万2千円（63.6%）
95億5,311万6千円

67億9,071万7千円（71.1%）
84億6,789万4千円

60億153万2千円（70.9%）
78億7,346万2千円

69億5,682万9千円（88.4%）
65億3,612万3千円

57億9,405万円（88.7%）
98億5,723万6千円

49億8,206万7千円（50.5%）

特 別
区 税 民生費

歳 入 歳 出

土 木 
建築費

地  域 
振 興 費

その他 その他

国 庫 
支出金 衛生費

特別区
交付金

総務費繰入金

地方消費税
交付金

使用料及び 
手数料

教育費

歳 入 歳 出

執行状況（平成24年3月31日現在）
112億7,720万5千円

  104億9,149万円（執行率93.0％）
99億7,947万4千円（執行率88.5％）

歳入歳出予算現額
収 入 済 額
支 出 済 額

その他

繰入金

国民健康
保 険 料

共同事業
交付金

前期高齢者
交付金

保 険 
給付費
後期高齢者
支援金等

その他

共同事業
拠出金
介 護
納付金

国 庫
支出金

予算現額
収入済額・支出済額（率）

33億1,334万8千円
29億7,537万1千円（89.8%）

25億8,933万5千円
26億4,693万9千円（102.2%）

13億7,414万8千円
12億6,000万円（91.7%）

12億5,971万6千円
11億5,473万9千円（91.7%）

12億2,122万1千円
11億4,335万3千円（93.6%）
15億1,943万7千円

13億1,108万8千円（86.3%）

73億4,673万1千円
64億5,757万円（ 87.9%）

14億2,328万7千円
13億442万2千円（91.7%）
12億4,864万1千円
11億4,122万1千円（ 91.4%）
6億8,081万円
6億1,610万8千円（ 90.5%）
5億7,773万6千円
4億6,015万3千円（79.7%）

歳 入 歳 出

予算現額
収入済額・支出済額（率）

執行状況（平成24年3月31日現在）
65億1,181万1千円

  60億533万4千円（執行率92.2％）
57億5,624万3千円（執行率88.4％）

歳入歳出予算現額
収 入 済 額
支 出 済 額

17億8,482万9千円
16億2,233万1千円（90.9%）

13億4,380万7千円
11億1,464万4千円（83.0%）

12億6,298万4千円
11億7,842万6千円（93.3%）

11億2,222万7千円
11億217万円（98.2%）

9億9,796万4千円
9億8,776万3千円（99.0%）

58億7,961万6千円
52億7,159万8千円（89.7%）
3億2,448万円
2億8,199万2千円（86.9%）
3億771万5千円
2億265万3千円（65.9%）その他

総務費

保　険
給付費

支払基金
交 付 金

繰入金

介　護
保険料

その他

国 庫
支出金

　後期高齢者医療会計は、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に加入している皆さん
（平成24年3月31日現在75歳以上被保険者9,567人、障害認定を受けた65歳以上被保険者
75人）の医療費等に要する経費を経理しています。
　平成23年度の予算は、前回（平成23年9月30日現在）の公表時において20億3,289万7千
円でしたが、その後平成24年3月に増額補正を行い、予算現額は20億4,208万3千円とな
りました。

後期高齢者医療会計

歳 入 歳 出

予算現額
収入済額・支出済額（率）

執行状況（平成24年3月31日現在）
20億4,208万3千円

  19億5,822万6千円（執行率95.9％）
19億2,158万5千円（執行率94.1％）

歳入歳出予算現額
収 入 済 額
支 出 済 額

 

後期高齢者
医療保険料

その他

繰入金

広域連合 
納付金

その他

事業費

10億4,477万6千円
9億8,552万9千円（94.3%）

8億7,955万3千円
8億6,000万円（97.8%）
1億1,775万4千円

1億1,269万7千円（95.7%）

18億1,360万2千円
17億9,559万5千円（ 99.0%）
9,267万1千円
7,772万1千円（ 83.9%）
1億3,581万円

4,826万9千円（ 35.5%）

保 健

平成 23 年度（下半期）中央区の財政状況
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◆◆◆◆◆◆介護が必要な方へのサービス◆◆◆◆◆◆
介護保険では給付されないサービスについて、また、介護保険だけでは量的に不足する方のために、区独自の各種サービスを
実施しています。

　●介護保険給付の種類を補うサービス●
サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

紙おむつ等支給
要介護2以上の在宅および介護保険施設以外の入院（所）者で、常時寝たきり
または認知症により、おむつが必要な方

（1）紙おむつ支給(在宅の方）
　4品目33種類から必要量を組み合わせて選択（1カ月4,000円以上7,000円以下）
◎費用負担　原則おおむね1割負担（低所得世帯に軽減措置あり）

（2）おむつ代助成（区支給おむつの持ち込みができないできない病院に入院（所）している方）
　  1カ月7,000円を限度

高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎（3546）5355

ふとん乾燥・丸洗い
要介護2以上の常時寝たきりまたは65歳以上のひとり暮らし・高齢者のみの
世帯の方でふとんの乾燥が困難な方

（1）ひとり暮らし・高齢者のみの世帯の方
　 ふとん乾燥　年12回

（2）要介護2以上で常時寝たきりの方（①または②のいずれかを選択）
　 ①ふとん乾燥　年12回
 　②ふとん乾燥年10回と丸洗い・水洗い各年1回
◎費用負担　原則1割負担（低所得世帯に軽減措置あり）

理美容サービス
要介護2以上の常時寝たきりまたは認知症の方

理容・美容師の出張サービス
年6枚を限度に利用券を交付
◎費用負担　原則1割負担（低所得世帯に軽減措置あり）

徘徊高齢者探索システム費用助成
認知症による徘徊のある高齢者を在宅で介護している方

探索システム利用料の一部助成
◎費用負担　申込金、月額基本料の1割

一般寝台（高さ調節機能付）の貸与
要支援1・2および要介護1で立ち上がりが困難な方

（世帯全員が非課税の方）

高さ調節ができる一般寝台の貸与費用の助成
貸与費用の上限額は3,000円まで
◎費用負担　原則1割負担（生活保護世帯は無料）

リフト付ハイヤー
寝たきりの方や歩行困難な方で日常車いすを利用している方

リフト付ハイヤー利用料（初乗料金）の助成
原則　月4枚の利用券を交付

障害者福祉課
障害者福祉係

☎（3546）5697
高齢者食事サービス
要支援・要介護に認定された65歳以上の方で、ひとり暮らし・日中独居・高
齢者のみの世帯のいずれかに該当する方

昼食・夕食を配達
◎費用負担　1食につき400円

中央区社会福祉協議会
在宅福祉サービス部
☎（3206）0603

　●介護保険給付の量を補うサービス●
サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

生活援助サービス（ホームヘルプサービス）
ひとり暮らし・日中独居・高齢者のみの世帯などの方

生活援助
週4回以内（ただし、介護保険を支給限度額まで使っていること）
◎費用負担　原則1割負担（低所得世帯に軽減措置あり）

介護保険課
介護給付係

☎（3546）5377

院内介助サービス（ホームヘルプサービス）
ひとり暮らし・日中独居・高齢者のみの世帯などの方

医療機関受診時の院内での待ち時間における付き添い
週4時間以内（ただし原則として、介護保険を支給限度額まで使っていること）
◎費用負担　原則30分153円（低所得世帯に軽減措置あり）

在宅支援入浴サービス（訪問入浴サービス）
要介護2以上の常時寝たきりで、入浴が全介助の方

巡回入浴車による入浴介助
介護保険と合わせて週1回を限度（ただし、介護保険を支給限度額まで使っていること）
◎費用負担　原則1割負担（低所得世帯に軽減措置あり）

住宅設備改善給付
身体機能が低下しており、住宅設備の改善が特に必要な方

（1）浴槽・流し・洗面台などの取り替えおよび付帯工事
（2）便器の洋式化および付帯工事
（3）階段昇降機の設置（直線型・曲線型）
◎給付限度額および費用負担は種類によって異なる

緊急生活支援宿泊サービス（緊急ショートステイ）
介護者の急病や親族の葬儀などで介護が受けられない方
介護者の疲労が著しいため、介護が受けられない方

原則1週間
◎費用負担　1日2,810円（低所得世帯に軽減措置あり）

介護保険課
地域支援係

☎（3546）5379
在宅療養支援訪問看護指導
医療保険・介護保険などの訪問看護を利用していない方
介護保険のケアプランに訪問看護が組み入れられていない方
病院退院時または外泊時に医療保険・介護保険などの訪問看護が利用できない方

療養上の相談・医療的ケアの指導など
2回まで
◎費用負担　なし

　●在宅介護を支援するためのサービス●
サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

おとしより介護応援手当
要介護3以上の高齢者で区に6カ月以上居住し、寝たきりまたは認知症の状態
が3カ月以上継続している方

中央区内の自宅で在宅介護を受けている方（医療機関に入院中の方を含む）に支給・月額20,000円
（3カ月ごとに支給）
◎特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの入所者は対象となりません。

高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎（3546）5355

在宅寝たきり高齢者介護者慰労
おおむね65歳以上で区に6カ月以上居住し、要介護2以上の寝たきりまたは認
知症の高齢者を在宅で常時介護している方

区内で高齢者を在宅で介護している家族に食事券、マッサージ券、旅行券を1万円を単位として、
合計3万円を限度に年1回支給

介護者交流会
在宅で要介護高齢者を介護している方

介護者同士の交流および介護者の心身の負担軽減を図るために、講習会および各種教室を年6回開催
◎費用負担　介護教室などでの材料費は自己負担

自立と認定された方 　介護保険の対象とならない自立と認定された方にもさまざまなサービスがあります。
サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

住宅設備改善給付
身体機能が低下しており、住宅設備の改善が特に必要な方

（1）手すり取り付け、段差解消、すべり防止床材への変更、引き戸への扉変更工事など
（2）浴槽・流し・洗面台などの取り替えおよび付帯工事
（3）便器の洋式化および付帯工事
◎給付限度額および費用負担は種類によって異なる

介護保険課
介護給付係

☎（3546）5377

高齢者生きがいデイルーム
おおむね60歳以上で、虚弱や閉じこもりがちの方、自立または要支援で介護
予防のために必要と認められる方

趣味活動・食事・送迎など週2回以内
◎費用負担　1日1,000円程度

高齢者福祉課
高齢者福祉係

☎（3546）5334

介護に関する相談 　保健・福祉サービスの案内や介護の相談に応じます。
相談窓口 電話番号 相談日 利用時間

介護保険や高齢者の福祉サービスの相談

おとしより相談コーナー　（区役所4階 介護保険課） ☎（3546）5379 月～金曜日 午前8時30分～午後5時
京橋おとしより相談センター　（リハポート明石等複合施設内） ☎（3545）1107

月～土曜日 午前9時～午後6時日本橋おとしより相談センター　（十思スクエア内） ☎（3665）3547
月島おとしより相談センター　（月島区民センター内） ☎（3531）1005

保健福祉の相談 保健福祉相談コーナー
　中央区保健所 ☎（3541）5963

月～金曜日 午前9時～午後5時　日本橋保健センター ☎（3661）3515
　月島保健センター ☎（5560）0765

要介護・要支援と認定された方

高齢の方へのサービスのご案内
区では、高齢の方が、いきいきと安心して暮らすことができるよう、各種サービスの充実に努めています。
現在実施している高齢者福祉事業など、各種サービスの内容をご紹介します。



平成24年（2012年）６月21日（木曜日） No.１１４５区のおしらせ 6 月 2 1 日号

(7)

◆◆◆◆◆◆ 介護予防のサービス ◆◆◆◆◆◆
各種の介護予防サービスを実施しています。

サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

訪問指導
65歳以上の虚弱な方 ご自宅を訪問し、介護予防や日常生活上の看護指導を行う

介護保険課
地域支援係

☎（3546）5695

介護予防事業
生活機能が低下している方

筋力アップ教室（マシントレーニング）週2回3カ月
　会場：中央区保健所　送迎あり　　◎費用負担　無料　　送迎費　月400円
健康づくりサロン「はつらつ」（ストレッチ体操）週1回　継続利用は原則3カ月　
　会場：中央区保健所、浜町高齢者トレーニングルーム、ケアプラザあいおい、マイホームはるみ
◎費用負担　無料
訪問型介護予防事業　保健師がご自宅を訪問し、生活機能に関する相談・指導を行う

おとしより相談センター
京　橋☎（3545）1107
日本橋☎（3665）3547
月　島☎（3531）1005

◆◆◆◆◆◆ ひとり暮らし等の高齢の方へのサービス ◆◆◆◆◆◆
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方々が、安心して暮らし続けることができるよう、各種のサービスを実施しています。

サービスの種類と対象者 内容・費用負担など 問合せ先

高齢者福祉電話料金等の助成
近隣に親族がいない、ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方

（世帯全員が非課税の方）

福祉電話機器（①シルバーホン②フラッシュベル）を貸与するほか電話料金を助成
ご本人が電話をお持ちの方にも電話料金を助成　
助成範囲 : 福祉電話機器設置料・使用料　全額
　　　　　基本料・通話料（月額　基本料と通話料の合計2,500円まで)
　　　　　台数など　１世帯につき1台とし、すべての電話会社の料金が対象

高齢者福祉課
高齢者サービス係
☎（3546）5355

緊急通報システムの設置
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯などで、身体に慢性疾患があるなど日
常生活上、常時注意を要する状態にある方

（日中独居の方はご相談ください）

急病などの緊急事態に、ボタンを押すと救助を受けることができる専用の機器を設置する
①消防方式…東京消防庁に通報され、消防と協力員（原則2名以上必要）による救助。火災による　
　　　　　　緊急事態などの配慮が必要な方には、東京消防庁へ自動通報を行う火災自動通報機
　　　　　　を設置
②民間方式…区が委託する事業者のコールセンターに通報され、警備会社の出動員による救助
　　　　　　希望により火災自動通報器および見守りセンサーを設置できる。
◎費用負担　①消防方式：機器購入費負担額3,200円、火災自動通報機3,100円
　　　　　　　　　　　　（住民税非課税世帯等は無料）
　　　　　　②民間方式：月額利用料　緊急通報機器450円、火災自動通報機器50円、見守りセン
　　　　　　　　　　　 サー50円（住民税非課税世帯等は無料）

高齢者あんしんコール事業
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で要介護1～5の認定を受けていない方

はるみ訪問介護ステーション（マイホームはるみ内）のオペレーションセンターにつながる専用機器
をご自宅に設置し、24時間365日体制で相談・支援を行う
◎費用負担　1カ月1,100円（低所得世帯に軽減措置あり）
◎身体介護が必要な場合には別途費用がかかります

住宅住み替え支援
65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上の方を含む60歳以上の方のみの世帯
で、自ら住宅を確保することが困難な方

毎月第2・4火曜日に「住み替え相談」を行い、民間賃貸住宅の住み替えを支援する

家具類転倒防止器具の取付
65歳以上で寝たきりの状態またはひとり暮らしの方、65歳以上の方を含む60
歳以上の方で構成されている世帯の方

対象者宅に家具類転倒防止器具を取り付ける
◎費用負担 　 取付費と器具代4個までは1割負担（住民税非課税者は無料）、器具代5個目以上は全額

自己負担

ふとん乾燥
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方

毎月1回、ふとんを乾燥
◎費用負担　所要経費の1割（低所得者に軽減措置あり）

入退院時サポート（虹のサービス利用料助成）
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方

病院などへ入院した際、社会福祉協議会の「虹のサービス」の家事援助サービスを提供する
◎費用負担 　 中央区社会福祉協議会の虹のサービス利用会員（年会費2,400円）に登録した方に、入

院時から退院後1週間を対象に年間48時間までサービス提供（48時間を超えた分は全
額自己負担）

中央区社会福祉協議会
在宅福祉サービス部
☎（3206）0603

高齢者暮らしの困りごとサポート（家事のトラブルへの出張サービス）　
ひとり暮らしおよび高齢者のみの世帯の方

日常生活でのちょっとした困りごと（専門的な技術を要しないもの）について、シルバー人材センター
会員が、出張サービスを提供する（電球の交換、軽い家具の移動、物の上げ降ろし、カーテンの取
替えなど）
◎費用負担　1回（1時間以内）　200円

中央区シルバー
人材センター

☎（3551）2700

高齢者食事サービス
ひとり暮らし・日中独居・高齢者のみの世帯のいずれかに該当する70歳以上
の方で、身体状況などにより調理が充分にできない方（要支援・要介護認定
を受けた方は65歳以上）

昼食・夕食を配達
◎費用負担　1食につき400円

中央区社会福祉協議会
在宅福祉サービス部
☎（3206）0603

友愛電話訪問
ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方 相談員が自宅に定期的に電話または訪問し、孤独感の解消を図る

介護保険課
地域支援係

☎（3546）5379

養護老人ホームへの入所
環境上の事情や経済的事情などにより居宅で生活することが困難な高齢者

養護老人ホームへの入所を措置する
◎本人および扶養義務者の所得額により、費用負担あり

介護保険課
地域支援係

☎（3546）6762

 ◎年齢の記載のないものは、原則として65歳以上の方が対象です。詳しくはお問合せください。

◆◆◆◆◆◆ 一般の高齢の方へのサービス ◆◆◆◆◆◆
高齢者の方の、生きがいや社会参加促進のための各種支援事業を実施しています。

サービスの種類と対象者 内容・助成額など 問合せ先

高齢者交通傷害保険加入
4月1日現在、70歳以上の高齢者および身体障害者手帳、愛の手帳または精神
障害者保健福祉手帳を所持している方

（要介護4・5の認定者、特養入所者は除く）

区が掛金を負担して民間保険会社の区民交通傷害保険に加入している
（万一交通事故にあった場合に加入者に保険金が支払われる）
◎申込みは不要

高齢者福祉課
高齢者福祉係 

☎（3546）5334

敬老大会
70歳以上（9月15日現在）の方

「敬老の日」にちなみ、劇場に招待する（今年は9月6日（木）・10日（月）～14日（金）に明治座で開催）
◎内容などは「区のおしらせ　中央」7月1日号に掲載予定

敬老買物券
70歳以上（9月15日現在）の方

区内共通買物券などを贈呈
◎配布方法などは「区のおしらせ　中央」9月1日号に掲載予定

敬老入浴事業
65歳以上の希望する方（特養入所者は除く） 区内公衆浴場および他区協力浴場を1回100円で利用できる敬老入浴証（カード）を交付

敬老マッサージ
60歳以上で区内の敬老館を利用する方 毎月1回敬老館においてマッサージサービスを提供

さわやか健康教室
要介護認定を受けていない60歳以上の方

マシンを使用したトレーニング教室
会場：浜町高齢者トレーニングルーム、中央区保健所健康増進室、ケアプラザあいおい
 「本科コース」週1回・3カ月

高齢者医療補助用具購入費の費用助成
65歳以上（本人所得が基準額以下）で、老人性白内障による手術時に眼内レン
ズを装着できないため特殊眼鏡などを購入する方や医師が補聴器の使用が必
要と認める高齢者で補聴器を購入した方

特殊眼鏡等助成額　特殊眼鏡一対につき40,000円まで
　 　　　　　　　 コンタクトレンズ1眼につき25,000円まで
補聴器助成額　35,000円まで 高齢者福祉課

高齢者サービス係
☎（3546）5355

歩行補助杖の給付
65歳以上の歩行に杖が必要な方

歩行補助杖を無料で給付
耐用年数は3年。3年未満の再給付はできません
◎費用負担　無料

虹のサービス（区民どうしのたすけあい家事サポート）
高齢や障害などのため、日常生活上の援助を必要としている方

虹のサービス協力会員による、利用会員の自宅、病院や施設で、掃除、洗濯、布団干し、買物、食
事の支度、散歩・通院などの外出付き添い、薬の受け取りなどの代行、話し相手など
◎費用負担　年会費2,400円　利用料1時間800円 中央区社会福祉協議会

在宅福祉サービス部
☎（3206）0603会食と交流事業「ほがらかサロン」

70歳以上でデイザービスなどの通所サービスを利用していない方で、日常的
に他との交流や外出の機会が少ない方

家庭的な雰囲気の場をつくり、食事や懇談、レクリエーションなどを行う
◎費用負担　昼食代として1回600円
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区
で
は
、
区
政
に
関
す
る
説
明

責
任
を
果
た
し
、
区
民
の
皆
さ
ん

の
信
頼
と
協
力
の
も
と
に
、
よ
り

良
い
区
政
を
目
指
す
た
め
、
情
報

公
開
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
守
り
、
信
頼
さ
れ
る

区
政
実
現
の
た
め
、
個
人
情
報
保

護
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
度
の
両
制
度
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
、「
中
央
区

情
報
公
開
条
例
」お
よ
び「
中
央
区

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

例
」に
基
づ
き
公
表
し
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

　

情
報
公
開
制
度
の
中
心
は
、
皆

さ
ん
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
区

の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
開
示
す
る

区
政
情
報
開
示
制
度
で
す
。

　

条
例
で
は
、
区
政
情
報
の
開
示

を
請
求
す
る
区
民
の
権
利
を
明
ら

か
に
し
、
区
政
情
報
の
範
囲
や
請

求
の
方
法
、
開
示
手
数
料（
別
表

１
参
照
）、
不
服
申
立
て
の
手
続

な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
度
の
区
政
情
報

開
示
の
処
理
状
況
は
、
別
表
２
の

と
お
り
で
す
。

　

件
数
は
、
合
計
千
六
百
八
十
三

件
で
、
請
求
さ
れ
た
区
政
情
報
の

内
訳
は
、「
建
築
計
画
概
要
書
な

ど
」（
五
百
四
十
三
件
）、「
食
品
関

係
営
業
者
台
帳
フ
ァ
イ
ル
関
連
」

（
四
百
八
件
）、「
一
般
診
療
所
台
帳
、

歯
科
診
療
所
台
帳
関
連
」（
二
百
八

十
九
件
）、「
指
定
管
理
に
か
か
る

事
業
計
画
書
な
ど
」（
八
十
八
件
）

な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

　

決
定
の
内
容
は
、
開
示
が
九
百

八
十
七
件（
五
八
・
六
％
）、
一
部

開
示
が
六
百
四
十
六
件（
三
八
・

四
％
）、
非
開
示（
不
存
在
）が
五

十
件（
三
・
〇
％
）で
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
、
区
民
の
皆

さ
ん
へ
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す

る
た
め
、
区
役
所
一
階
の
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
で
、
区
が
発
行
し
た

刊
行
物
な
ど
の
行
政
資
料
の
閲
覧

や
貸
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す（
平

成
二
十
三
年
度
の
利
用
状
況
は
別

表
３
の
と
お
り
）。

　

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
区

な
ど
が
発
行
し
て
い
る
有
償
刊
行

物（
別
表
４
参
照
）の
販
売
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
区
民

の
皆
さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守

る
た
め
、
自
分
の
個
人
情
報
の
開

示
な
ど
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

　

条
例
で
は
、
区
が
管
理
す
る
個

人
情
報
に
つ
い
て
、
適
正
な
管
理

や
利
用
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
開

示
・
訂
正
な
ど
を
請
求
す
る
権
利

を
保
障
し
、
不
正
に
取
り
扱
っ
た

場
合
の
罰
則
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
度
は
、
開
示
請

求
が
四
十
六
件
で
、
決
定
の
内
容

は
、
開
示
が
二
十
六
件
、
一
部
開

示
が
四
件
、
不
存
在
が
十
六
件
で

し
た
。

　

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
は
、

目
的
、
内
容
な
ど
を
記
載
し
た
登

録
票
を
、
ま
た
、
目
的
以
外
の
利

用
や
外
部
へ
の
提
供
を
し
た
と
き

は
、
理
由
や
内
容
な
ど
を
記
載
し

た
記
録
票
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

登
録
票
お
よ
び
記
録
票
は
、
ど

な
た
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

事
務
の
登
録
な
ど
の
状
況
は
、

別
表
５
の
と
お
り
で
す
。

※
問
合
せ
先

　

総
務
課
情
報
公
開
担
当

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
９
１

別表１　情報公開の手数料
区　分 区政情報の種類 手数料の額 徴収時期

閲覧
文書・図画・写真および電磁的記
録（ビデオテープおよび録音テー
プを除く）

1件名（簿冊は1冊）につき 300円 閲覧のとき

視聴
マイクロフィルム 1件名につき 300円

視聴のとき
ビデオテープおよび録音テープ 1巻1回につき 500円

写しの交付
文書・図画・写真・マイクロフィ
ルムおよび電磁的記録（ビデオテ
ープおよび録音テープを除く）

1件名（簿冊は1冊）につき300円に、写し1
枚につき10円（電磁的記録に係るフロッ
ピーディスクによる写しの交付は、1枚
につき60円）を加算した金額

写しの交付
のとき

別表２　平成23年度　区政情報開示請求の主な内容および件数
開示請求の内容 決定の内容 件　数

建築計画概要書、解体工事事前周知届出など
都市整備部が保有する文書

開　示 167件
543件一部開示 367件

非開示（不存在） 9件

食品関係営業者台帳ファイルなど食品衛生に関する文書
開　示 359件

408件一部開示 36件
非開示（不存在） 13件

一般診療所台帳、歯科診療所台帳など区内診療所に関する文書
開　示 280件

289件一部開示 6件
非開示（不存在） 3件

美容所施設一覧など生活衛生施設に関する文書
開　示 81件

94件一部開示 11件
非開示（不存在） 2件

指定管理にかかる事業計画書など区民部が保有する文書
開　示 17件

88件一部開示 68件
非開示（不存在） 3件

道路占用許可申請書など環境土木部が保有する文書
開　示 30件

75件一部開示 37件
非開示（不存在） 8件

指定管理にかかる事業計画書など福祉保健部が保有する文書
開　示 6件

53件一部開示 46件
非開示（不存在） 1件

区長交際費の出納簿、契約台帳など総務部が保有する文書
開　示 14件

52件一部開示 37件
非開示（不存在） 1件

小学校改築準備協議会資料など教育委員会事務局が保有する文書
開　示 6件

46件一部開示 36件
非開示（不存在） 4件

選挙管理委員会会議録など選挙管理委員会事務局が保有する文書
開　示 20件

23件一部開示 2件
非開示（不存在） 1件

新しい築地を作る会資料など企画部が保有する文書
開　示 3件

5件
非開示（不存在） 2件

議長交際費の出納簿など議会が保有する文書
開　示 3件

4件
非開示（不存在） 1件

電力会社の社債保有状況など会計室が保有する文書 非開示（不存在） 2件 2件
健康中央21推進委員会資料など生活衛生に関する文書 開　示 1件 1件

合　　　計
開　示 987件

1,683件一部開示 646件
非開示（不存在） 50件

別表３　平成23年度行政資料など
　　　　の利用状況
利用者数 3,767人

資料閲覧 1,083冊

資料貸出 7冊

有償刊行物販売 220冊

道路台帳などの情報提供 3,598件

コピーサービス 25,267枚

別表４　有償刊行物一覧表
名　称 価　格 発　行

中央区政年鑑　平成23年版 1,470円

企画部広報課

区のお知らせ縮刷版　No.6（平成2年4月～平成7年3月） 9,100円
中央区区内散歩　第1集・第2集・第3集・第4集 各500円
中央区区内散歩　第5集・第6集 各400円
中央区区内散歩　第7集 600円
中央区区内散歩　第8集 700円
図説　中央区史 8,000円

総務部総務課中央区女性史－いくつもの橋を渡って
　＜通史＞1,900円　＜聞き書き集＞1,500円 3,400円

森　義利　作品集 2,500円

郷土天文館

中央区の文化財（二）美術・工芸・古文書
各700円中央区の文化財（四）有形民俗文化財－信仰

中央区の文化財（五）有形民俗文化財－道具類
中央区の文化財（六）有形民俗文化財－道具類二 800円
中央区の木造建造物　中央区文化財調査報告書　第2集 3,200円
中央区旧家所蔵文書　　　　　　〃　　　　　　第3集 1,300円
椙森神社所蔵文書　　　　　　　〃　　　　　　第4集 2,400円
中央区民文化財ガイド　月島編 300円
中央区歴史・観光まち歩きガイドブック 1,000円
中央区年表（江戸時代篇上～昭和時代13）

（大正世相篇は品切れ） 各1,600円

京橋図書館

京橋地区図（郷土室だより「付録地図」）
各420円

日本橋地区図（郷土室だより「付録地図」）
中央区沿革図集　第1巻〔月島篇〕 7,000円
中央区沿革図集　第2巻〔日本橋篇〕

各12,000円
中央区沿革図集　第3巻〔京橋篇〕

別表５　事務の登録などの状況� 平成23年度末現在

項　目 区　長 教育委員会 選挙管理委員会 監査委員 議　会 計

事務の登録 224件 56件 4件 1件 7件 292件

個人情報
ファイル 451件 52件 33件 0件 0件 536件

外部委託 180件 15件 1件 0件 1件 197件

目的外利用 178件 39件 2件 0件 3件 222件

外部提供 203件 23件 18件 4件 1件 249件

平
成
23
年
度

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
の
実
施
状
況
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校
外
学
園
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
柏
学
園
を
学
習
や
ス
ポ
ー
ツ

活
動
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所
在
地

　

千
葉
県
柏
市
柏
1236
ー
１

利
用
施
設

　

運
動
場
、
体
育
館
、
学
習
室
、

多
目
的
室
な
ど

対　

象

　

教
育
委
員
会
が
認
め
て
い
る
団

体（
社
会
教
育
ま
た
は
社
会
体
育

を
目
的
と
す
る
六
名
以
上
の
団

体
）

使
用
料

　

別
表
３
の
と
お
り

利
用
可
能
日

①
少
年
少
女
団
体（
区
内
在
住
の

小
・
中
学
生
で
構
成
さ
れ
る
団

体
）

　

土
・
日
曜
日
、
祝

日
、
春
季
・
夏
季
休

業
期
間
中（
学
校
利

用
日
を
除
く
）

②
一
般
の
団
体

　

土
・
日
曜
日
、
祝

日（
学
校
利
用
日
、春

季
・
夏
季
休
業
期
間

中
を
除
く
）

◎ 

①
・
②
と
も
12
月

28
日
～
１
月
４
日

を
除
く
。
な
お
、

宿
泊
利
用
は
少
年

少
女
団
体
の
み
可

能
。

　

三
月
一
日（
木
）か
ら
実
施
し
た

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意

見
を
踏
ま
え
て
、「
中
央
区
エ
コ

タ
ウ
ン
構
想
」（
以
下
、「
構
想
」と

い
う
）を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
構
想
は
、
住
宅
系
の
モ
デ

ル
地
区
と
し
て「
晴
海
地
区
」、
業

務
系
の
モ
デ
ル
地
区
と
し
て「
東

京
駅
前
地
区
」を
対
象
に
地
球
温

暖
化
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
問
題

に
対
し
て
、
区
民
、
事
業
者
、
区

が
一
体
と
な
っ
て
地
区
レ
ベ
ル
で

取
り
組
み
、
解
決
し
て
い
く
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

単
に
環
境
に
配
慮
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
地
区
全
体
の
魅
力
や
価
値

を
高
め
、
経
済
活
動
や
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
が
活
性
化
し
て
よ
り
暮
ら

し
や
す
い
街
に
な
る
よ
う
な
具
体

的
な
取
り
組
み
を
提
示
し
て
い
ま

す
。

　

今
後
は
、
地
区
の
住
民
や
事
業

者
・
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
構

想
に
示
す
取
り
組
み
を
着
実
に
推

進
す
る
こ
と
で
、
環
境
に
配
慮
し

た
、「
エ
コ
タ
ウ
ン
」の
実
現
を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。

◎
構
想
の
詳
細
や
皆
さ
ん
か
ら
い

た
だ
い
た
ご
意
見
と
区
か
ら
の

回
答
に
つ
い
て
は
、
区
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

環
境
政
策
課
計
画
調
整
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
４
２
０

申
込
期
間

①
少
年
少
女
団
体

　

三
カ
月
前
の
一
日
か
ら
利
用
日

前
日
ま
で
。
た
だ
し
、
宿
泊
利
用

の
場
合
は
、
利
用
日
十
日
前
ま
で

②
一
般
の
団
体

　

二
カ
月
前
の
一
日
か
ら
利
用
日

前
日
ま
で

申
込
方
法

　

区
役
所
六
階
学
務
課
で
、
申
請

書
に
記
入
し
て
申
込
む
。

※
申
込（
問
合
せ
）先

　

学
務
課
保
健
給
食
係

　

 

☎（
３
５
４
６
）５
５
１
６

　

区
で
は
今
年
度「
男
女
共
同
参

画
行
動
計
画
２
０
１
３（
仮
称
）」

を
策
定
し
ま
す
。

　

計
画
策
定
の
参
考
資
料
と
す
る

た
め
、
二
十
歳
以
上
の
区
民
を
無

作
為
に
抽
出
し
、「
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

を
六
月
下
旬（
予
定
）に
送
付
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
問
合
せ
先

　

総
務
課
女
性
施
策
推
進
係

 
☎（
５
５
４
３
）０
６
５
１

施設名 利用月
利用区分

利用時間
午前・午後 １　日

運動場
（200ｍ
トラック）

１月～３月
および

10月～12月
1,750円 3,500円

・午前…
　午前8時～正午
・午後…
　正午～午後4時

４月～９月 2,200円 4,400円

・午前…
　午前8時～午後1時
・午後…
　午後1時～6時

別表３　施設使用料

施設名
利用区分

利用時間
午前・午後 １　日

学習室（63㎡） 400円 800円

午前…
午前8時～午後1時

午後…
午後1時～6時

理科調理室（94.5㎡） 650円 1,300円
多目的室（126㎡） 850円 1,700円

製作活動室（94.5㎡） 650円 1,300円
和室（24.8㎡） 150円 300円

体育館（616㎡） 1,900円 3,800円

◎ 少年少女団体の施設使用料は無料です（宿泊の場合は宿泊利用料を別
途負担）。

（10頁からのつづき）情報コーナー

中小企業技術者高度研修助成
を実施しています
　区内中小企業の経営者または従業
員が、事業活動に必要な技術を身に
つけるため高度技術研修会（初歩的
なものではなく、一定の技術を有す
る方を対象とした研修会）に参加す
る場合、区がその受講料の一部を助
成します。
　なお、助成対象となる研修会には
一定の条件がありますので、事前に
ご相談ください。
逢商工観光課中小企業振興係
　☎（３５４６）５４８７

私道整備の助成
　私道整備（排水施設等の補修を含
む）を行う場合、区で助成します。
［助成対象］
①幅1.2ｍ以上で公道間を連結する

私道
②幅1.8ｍ以上、延長20ｍ以上で一

方が公道に連結している私道
③助成を受けて整備した私道で、経

年のため破損が著しい私道
［助成金］
　①・③の場合は全額、②の場合は
90％
［工事］

　区で工事を行い、完成後は申請者
に引き渡します。
姶区役所５階道路課、日本橋・月島

道路事務所にある申請書に記入の
上、私道の権利者の承諾書を添え
て提出する。

◎申請書は、区のホームページから
ダウンロードすることもできます。
逢道路課道路保全係
　☎（３５４６）５４３０
　日本橋道路事務所
　☎（３６６６）４２５４
　月島道路事務所
　☎（３５３１）１１５５

７月５日（木）

お魚屋さん特売日お魚屋さん特売日
域地橋本日

逢区民生活課消費生活係
　☎（３５４６）５３３２

平成24年度特別区職員
（Ⅲ類・経験者）採用試験
［第一次試験］９月９日（日）
［試験区分・採用予定数など］別表１

のとおり
［申込方法・期間など］別表２のとおり
［試験案内・申込書配布場所］区役所

１階まごころステーション・３階
職員課、日本橋・月島特別出張所、
築地・日本橋・月島社会教育会館、

中央区保健所、日本橋・月島保健
センター、京橋・日本橋・月島図
書館および特別区人事委員会事務
局

◎受験資格など、詳しくは採用試験
案内をご覧ください。

逢特別区人事委員会事務局任用課採
用係

　☎（５２１０）９７８７
茜http://www.tokyo23city.or.jp/saiy 

ou-siken.htm
別表１　試験区分・採用予定数など

試験区分

採用予定数

Ⅲ類
経験者

2級職 3級職
（主任主事Ⅰ）

3級職
（主任主事Ⅱ）

事　務 136名程度 98名程度 39名程度 7名程度
土木造園（土木） 5名程度 11名程度 2名程度
建　築 5名程度 10名程度
機　械 3名程度
電　気 4名程度

別表２　申込方法・期間など
区　分 申込方法 申込期間 申込場所

Ⅲ
類

インターネット
申込み

8月8日（水）まで
【受信有効】 特別区人事委員会事務局ホームページ

郵送 8月8日（水）まで
【消印有効】

特別区人事委員会事務局任用課
〒102︲0072　千代田区飯田橋3︲5︲1

持参 8月9日（木）・10日（金）
午前8時30分～午後5時

特別区人事委員会事務局任用課または
東京23区の各区役所人事担当課

経
験
者

郵送 7月11日（水）まで
【消印有効】

特別区職員採用試験センター
〒150︲8681　日本郵便　渋谷支店留め

持参 7月12日（木）・13日（金）
午前8時30分～午後5時

特別区人事委員会事務局任用課または
東京23区の各区役所人事担当課

対
象

日
時

問
合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

「
中
央
区
エ
コ
タ
ウ
ン
構
想
」

が
ま
と
ま
り
ま
し
た

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
ご
協
力
の

お
願
い

柏学園で
学習・スポーツ活動を
しませんか
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対
象

日
時

問
合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）はFMラジオ84.0MHz（月～金曜日　AM10：30 ～ 10：40　PM3：00 ～ 3：10　PM9：30 ～ 9：40　祝日・休日、
年末年始を除く）で放送しています。４月から新しいラジオ企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）が始まりました。（月～金曜日　AM10：40 ～ 11：00　PM3：10 ～ 
3：30　PM9：40 ～ 10：00　土・日曜日　AM10：00 ～ 10：20　PM3：00 ～ 3：20　PM9：40 ～ 10：00）

夏休み福祉・ボランティア
体験「イナっこ教室2012」
参加者大募集！
　この夏、区内のボランティア活動
を体験して、あなたも「イナ」っこか
ら「ボラ（ンティア）」っこになりませ
んか（「イナ」は出世魚「ボラ」の幼名
です）。
　今年も区内福祉施設やボランティ
ア団体などの協力のもと、たくさん
の活動メニューを用意しました。
　小学生から中学・高校生はもちろ
ん、社会人の方も大歓迎です。
　多くのみなさんに充実した体験を
していただけると思います。

［期間］８月１日（水）～31日（金）
阿小学校１～３年生対象

・車いす、点字、手話などの福祉
体験学習

　小学校４年生～大人対象
・車いす、点字、手話などの福祉

体験学習
・高齢者宅への配食サービス活動
・高齢者・障害者施設、児童館、

保育園、子どもの居場所「プレ
ディ」での活動　など

◎内容により、日時や年齢・定員な
どの参加条件が異なります。
挨無料（内容により交通費・食事代

などの参加者負担あり）
姶６月25日（月）から電話で問合せの

上、申込書に記入しファクスで申
込む（定員がある場合は先着順）。

◎申込締切は活動内容により異なり
ます。

◎申込書は社会福祉協議会、区役所
４階福祉保健部生活支援課、日本
橋・月島特別出張所などのほか、
社会福祉協議会のホームページか
らダウンロードできます。
逢中央区社会福祉協議会ボランティ

ア・区民活動センター
☎（３２０６）０５６０
ＦＡＸ（３２０６）０６０１
茜http://www.shakyo-chuo-city.jp

高齢者の毛筆宛名書き研修
（初心者向）
　小筆を使った暑中見舞いなどの宛
名書きにチャレンジしてみません
か。初心者向きの研修です。
唖７月26日（木）、27日（金）　計２回
　午前10時～午後３時
娃シルバー人材センター会議室
亜55歳以上の区内在住者

［講師］シルバー人材センターの会員
愛16名（申込多数の場合は抽選）
挨1,500円（受講料１日500円×２日

＋テキスト・教材費）
姶７月６日（必着）までに往復はがき

に①～⑤（11頁記入例参照）⑥申
込理由を記入して申込む。

◎当選者は当選はがきで指定された
口座に受講料を振り込んでいただ
き、期日を過ぎた場合は、補欠の
方に受講の資格が移ります。
逢〒104－0032

中央区八丁堀３－17－９京華スク
エア１階
中央区シルバー人材センター
☎（３５５１）２７００

協働ステーション中央
プロジェクトマネジメント
入門講座の開催
　複数の人が共同して活動を進める
ためには、段取りとそれに基づいた
進行管理がとても重要です。
　プロジェクトを成功させるための
手法を学び、団体の活動に生かして
みませんか。

［日時・内容など］別表のとおり（計
２回）
娃協働ステーション中央
亜区内在住・在勤・在学の方
愛30名（先着順）
挨無料
姶６月21日（木）から電話またはファ

クス、Ｅメールに①～④（11頁記
入例参照）を記入して申込む。

◎区役所７階地域振興課、中央区社
会福祉協議会、日本橋・月島特別
出張所、各社会教育会館、各図書
館、各区民館、協働ステーション
中央に設置してあるチラシの裏面
が申込書になっていますので、ご
利用ください。チラシは「社会貢
献活動情報サイト」からダウンロ
ードすることもできます。
逢協働ステーション中央

☎（３６６６）４７６１
ＦＡＸ（３６６６）４７６２
絢info-entry@kyodo-station.jp
茜社会貢献活動情報サイト

http://chuo.genki365.net

催し物
展示会
「時代小説の舞台を歩く

～京橋地域編～」
唖６月29日（金）～７月25日（水）

娃日本橋図書館５階展示コーナー
阿中央区京橋地域を舞台にした時代

小説を集めて展示します。
挨無料
逢日本橋図書館

☎（３６６９）６２０７

で、印鑑登録をされている方は、７
月９日（月）に印鑑登録が抹消される
ため、印鑑登録証明書の交付もでき
なくなります。

［「在留カード」や「特別永住者証明
書」への切り替えについて］
　外国人登録証明書をすでにお持ち
の方は、７月９日（月）から一定期間
は、同証明書が「在留カード」や「特
別永住者証明書」とみなされますの
で、すぐに切り替える必要はありま
せん。なお、事前に申請を希望され
る方は入国管理局で行ってくださ
い。「特別永住者証明書」は区役所１
階総合窓口係で事前申請を受け付け
ています。交付は、７月30日（月）以
降になります。
◎詳しくは、区のホームページをご

覧ください。区のホームページで
は、英語、中国語および韓国語で
もご覧いただけます。

◎For	more	information,please	visit	
the	 chuo	City	Office	 website.
English,Chinese	and	Korean	are	
available.

◎次の総務省・法務省のホームペー
ジもご利用ください。

・住民票に関すること
　総務省ホームページ

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

・在留資格や在留カードに関するこ
と
法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/new	
immiact_1/index.html
逢区民生活課総合窓口係（外国人担

当）
☎（３５４６）５３２４

34歳以下の若年者対象
若年者合同就職面接会
　34歳以下の若年者対象とした就職
面接会を開催します。
　ぜひ、ご参加ください。
唖７月６日（金）	

午後１時30分～４時30分（受付は
午後４時まで）

娃東京しごとセンター地下２階講堂
（千代田区飯田橋３－10－３）
逢ハローワーク飯田橋Ｕ－35

☎（５２１２）８６０９

建物などの住所（住居表示）
調査と、住居表示板の
取り付け・取り替え
　住居表示板は、郵便物などの配達
や、来訪される方に目的地を分かり
やすくするためのものです。
　毎年区域を定めて調査しており、
今年は以下のとおり実施します。
　ご協力をお願いします。

［調査内容］
・未届けで住居番号を定めていない

建物や、名称が変更された建物を
調査します。

・既存建物の住居表示板の脱落・汚
損などを調査し、その取り付けや
取り替えを行います。

［調査区域］
　日本橋本石町、日本橋室町、日本
橋本町、日本橋茅場町、日本橋兜町

［作業期間］
７月２日（月）～10月31日（水）

逢建築課調査係
☎（３５４６）５４５５

別表
回数 日　時 内　容 講　師

1
7月18日（水）
午後6時30分

～8時30分

体験!プロジェクト成功のポイント
　「複数の人が共同してプロジェクトを実施する
ためには何をすればよいのか?」疑似体験をとお
して、プロジェクト成功のポイントを学習します。
・プロジェクトマネジメントの概要を知る
・プロジェクトを体験する
・プロジェクト企画を考える

（特活）
プロジェクト
マネジメント
・インキュベ
ーション協会
峯下久敏、大
竹由将、伊東
緑

2
7月25日（水）
午後6時30分

～8時30分

実践!プロジェクトの立上げと計画
　始まりと終わりのあるプロジェクトのロード
マップを知り、プロジェクトを遂行する段取り
には何が必要かを演習を通して学習します。
・プロジェクトのロードマップを知る
・自分のプロジェクトを立ち上げ、作業を洗い
　出す（演習）
◎	自身が用意したプロジェクト案にて演習を行

います。

（11頁からのつづき）情報コーナー

国保・年金手帳

外国人住民の方の国民健康
保険加入資格が変わります
　７月９日（月）から、外国人住民の
方の国民健康保険加入資格要件が次
のように変更になります。

［加入要件］
　中央区に住所を有し、適法に３カ
月を超えて在留すると認められるこ
と
◎この要件に該当する方で、現在社

会保険などに加入していない方
は、国民健康保険への加入手続き
が必要になります。
逢保険年金課資格係

☎（３５４６）５３６２

その他
～外国人住民のみなさんへ～
７月９日（月）から外国人住民の
方の届出方法が変わります
　区では、５月７日（月）現在の外国
人登録原票の情報をもとに「仮住民
票」を作成し、対象者にその記載内
容を通知しています。通知の内容が
実際と異なる場合や通知が届いてい
ない場合は、６月29日（金）までに区
役所外国人登録担当までご連絡くだ
さい。

［住民票が作成される外国人］
・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可

者
・出生による経過滞在者または国籍

喪失による経過滞在者
◎出生をした日から60日までの間は

在留資格を有することなく在留す
ることができます。なお、この期
間を超えて在留される場合は、出
生をした日から30日以内に、最寄
りの地方入国管理局で在留資格の
取得申請を行う必要があります。

［住所変更などの場合は届出が必要
です］
　引越しなどで住所が変更になった
ときや、世帯主や続柄に変更があっ
たときは、届出が必要です。区外や
国外に住所を異動する場合は、まず
本区で「転出」の届出をしていただき
ます。その後、国内の新しい住所地
で「転入」の届出をしてください。届
出の際には「在留カード」または「特
別永住者証明書」、「外国人登録証明
書」のいずれかをお持ちください。

［証明書（住民の写し等）の交付］
　住所や世帯構成など、住民票の内
容を証明する書類が必要なときは

「住民票の写し」または「住民票記載
事項証明書」を請求してください。
　７月９日（月）以降は、「外国人登
録原票記載事項証明書」の交付がで
きなくなります。外国人登録原票の
情報が必要な場合は、法務省にお問
合せいただくことになります。
	［印鑑登録について］
　観光目的で短期滞在されている方
などは、住民票が作成されません。
そのため、印鑑登録をすることがで
きません。住民票が作成されない方
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対
象

日
時

問
合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ９チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM 
10：00・PM0：00・PM8：00）、東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ５チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM9：30・PM0：00・
PM7：30）で放送しています。

施　設
８月分運動場等抽選申込み
　区立運動場等の体育施設は公共施
設予約システムで施設の抽選・予約
の申込みを受け付けています。
亜「体育施設団体利用登録」をしてい

る団体
［申込期間］
　７月１日（日）～８日（日）午後９時

30分
［８月の区民優先日］

月島運動場　　５日（日）
晴海運動場　　19日（日）
浜町運動場　　12日（日）

豊海テニス場　５日（日）・19日（日）
姶公共施設予約システムを利用して

申込む。
公共施設予約システム

［利用できる機器］
・インターネットが利用できるパソ

コン・携帯電話など
・区役所、日本橋・月島区民センタ

ーに設置してある利用者端末
逢スポーツ課体育施設係

☎（３５４６）５５２９
茜公共施設予約システム
・パソコン用アドレス

http://yoyaku.city.chuo.lg.jp/web/
・携帯電話用アドレス

http://m-yoyaku.city.chuo.lg.jp/mobile/

娃日本橋保健センター講堂
亜区内在住の乳幼児の保護者
阿子どもの発達と、眠ること、食べ

ること、生活リズムを整えること
の大切さについて、「子どもの早
起きをすすめる会」の先生にお話
しをしていただきます。

［講師］小児科医師　星野恭子
愛20名（先着順）
挨無料
姶６月21日（木）から電話で申込む。
◎７カ月以上のお子さんを保育しま

す。保育を希望する方は電話で申
込んでください（先着13名程度）。
６カ月までのお子さんは保護者と
一緒に参加してください。
逢日本橋保健センター健康係

☎（３６６１）５０７１

血管年齢を若く保つには
唖７月20日（金）

午後１時30分～４時
娃日本橋保健センター５階
亜区内在住・在勤者
阿・測定

　加速度脈波計で測定する「血管
年齢」

・講話
　血管の老化を防ぐ生活習慣
・料理紹介・試食
　おいしく食べて、血管ケア
愛20名（先着順）
挨無料
姶６月21日（木）から前日までに電話

で申込む（電子申請も可）。
逢日本橋保健センター健康係

☎（３６６１）５０７１

経営セミナー
唖７月23日（月）

午後２時～４時
娃区役所８階大会議室
亜区内中小企業経営者および従業員
阿商工業経営者や幹部社員の方を対

象に、経営に役立つ専門知識の修
得を目的とした経営セミナーを開
催します。

［テーマ］中小企業にこそ「ブランデ
ィング」が求められています
中小企業のブランド価値の見つけ
方、育て方

夏季施設「海の家」「山の家」の
空き室あります
　夏季施設に空き室がありますの
で、ご利用ください。
　空き室状況はお問合せください。

［開設期間］
７月21日（土）～８月19日（日）宿泊

［開設施設］
・海の家
　「ホテル暖香園」
　（静岡県伊東温泉）
・山の家
　「ホテル南風荘」

　（神奈川県箱根湯本温泉）
亜中央区国民健康保険および後期高

齢者医療制度に加入している方と
その家族

◎保険料を滞納していない方に限り
ます。

◎１人でのご利用はできません。
姶区役所４階保険年金課の窓口で、

直接申込む。
◎日本橋・月島特別出張所や電話で

の申込受付はできません。
逢保険年金課給付係

☎（３５４６）５３６０

保健・医療・福祉
○障心身障害者医療費助成制度
受給者証をお持ちの方へ
　現在○障受給者証をお持ちの方が加
入している健康保険の現況調査を行
います。これは、受給者証の年次更
新にあたり、中央区国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度以外の健康
保険に加入されている方を対象に行
うものです。
　調査該当の方には、７月初旬に調

査票を送ります。記載内容を確認の
上、同封の返信用封筒に入れて返送
してください。
逢障害者福祉課障害者福祉係

☎（３５４６）５２６８

講　座
子育て支援講習会
子どもの睡眠と生活リズム
～早寝・早起き・朝ごはん～

唖７月６日（金）
午後１時30分～３時30分

［講師］㈱クエストリー代表取締役　
櫻田弘文

愛100名（先着順）
挨無料
姶６月21日（木）から区役所７階商工

観光課で配布する申込書に記入し
てファクスで申込む。

◎申込書は区のホームページからダ
ウンロードすることもできます。
逢商工観光課中小企業振興係

☎（３５４６）５４８７
ＦＡＸ（３５４６）２０９７

女性のための再就労支援講座
「再就職　はじめの一歩」
再就職を実現させるための
３時間講座
～夢に日付をつけて、

なりたい自分になる！～

　再就職を目指す女性の夢を実現さ
せるためのポイントを解説します。
　適職の見つけ方、役立つ資格の選
び方と取り方、求人情報の探し方、
応募書類の書き方、面接での自己ア
ピールなど、目標に近づいていく方
法について、全体像を見渡しながら
キャリアカウンセラーがわかりやす
くガイドします。
唖７月12日（木）

午前９時30分～12時30分
娃女性センター「ブーケ21」研修室
亜介護、結婚や子育てなどのために

離職した方で、再就職を希望する
女性

［講師］国家資格２級キャリア・コン
サルティング技能士、シニア産業
カウンセラー　栗原知女

愛50名（先着順）
挨無料

［託児］生後３カ月以上の未就学児を
お預かりします（定員あり）。ご希
望の方は７月４日（水）までに申込
んでください（無料）。

姶６月21日（木）から電話またはファ
クスに①～⑤（11頁記入例参照）
⑥託児希望の方は子どもの氏名・
ふりがな・年齢を記入して申込む

（電子申請も可）。
逢総務課女性施策推進係

☎（５５４３）０６５１
ＦＡＸ（５５４３）０６５２

10月分ヴィラ本栖・伊豆高原荘申込みのご案内

施 設 名 ヴィラ本栖 伊豆高原荘
利 用 月 10月分

在住者優先
申 込

専用はがき（区内在住者優先利用申込書）	7月14日（土）　各施設必着
公共施設予約システム	 7月1日（日） ～ 14日（土）　午後11時
抽選日	 7月1６日（祝）

空 室 申 込
どなたでも
申込めます

ヴィラ本栖直通バス
伊豆高原荘送迎バス

公共施設予約システムや現地への電話による申込みは、 7月２0日（金）
から受け付けます。
※申込（問合せ）先
　「ヴィラ本栖」 フロント
　☎01２0-1６２31２
　（東京２3区からのフリーダイヤル）
　☎0555（87）２711

※申込（問合せ）先
　伊豆高原荘フロント
　☎01２0-151307
　（東京２3区からのフリーダイヤル）
　☎0557（53）11６3

（ ）

◎	公共施設予約システムは、区のホームページや、区役所、日本橋・月島区民センター
に設置してある利用者端末をご利用ください。

◎	伊豆高原荘をご利用する際に禁煙室を希望される方、高齢者や身体に障害のある方で
２階の部屋を希望される方は、施設に直接ご連絡ください。

	◎	区内4カ所から「ヴィラ本栖」まで乗り換えなしで行ける便利な直通バスを運行していま
す。

◎	「ヴィラ本栖」敷地内において、道路整備工事を実施しています。ご利用の皆さんには、
ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。

◎	伊豆高原荘では、伊豆高原駅から施設までどなたでもご利用できる送迎バスを運行し
ています。

◎	詳しくは、区役所・区民センター・区民館などに設置しているパンフレットをご覧い
ただくか、各施設にお問合せください。
逢地域振興課区民施設係　☎（３５４６）５６２３

日　　時
7月5日（木） 7月12日（木）

午後1時30分～3時

会　　場 日本橋保健センター4階
講堂

日本橋保健センター5階
料理講習室

対　　象 5～6カ月ごろの	
乳児の保護者

1歳～1歳3カ月ごろの	
幼児の保護者

内　　容
1回食の進め方 離乳の完了に向けて

・離乳食の作り方の紹介	
・試食（保護者のみ）

定　　員 各20名（先着順）
費　　用 無　料
申込方法 6月22日（金）から電話で申込む

申込
（問合せ）先

日本橋保健センター健康係	
☎（3661）5071

離 乳 食 講 習 会
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(12)「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場・一部金融機関・百貨店・ファミリーマート（一部
店舗を除く）・東京メトロの駅（銀座・東銀座・日本橋・人形町・茅場町・月島）・文化堂でも配布しています。
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最終回を迎えた「築地�緑のマルシェ」
5月26日、築地場外市場で東日本大震災の被災地復興

支援｢築地 緑のマルシェ｣がNPO法人築地食のまちづくり
協議会主催で開催されました。昨年6月から1年間にわた
り、被災地域の物産販売や観光PRを行ってきましたが､
最終回を迎えたこの日も大勢の買物客で賑わいました｡

別表１　予防接種一覧
予防接種名 法律による対象年齢

（無料接種） 標準的接種期間 予診票発送時期 接種方法など

個
別
接
種

ＤＰＴ 
（三種混合） 
ジフテリア 
百日ぜき 
破傷風

1期初回
（1 ～ 3回）3カ月～7歳6カ月の

前々日

生後3カ月に達した時か
ら生後12カ月に達する
までの期間 3カ月に達する月

皮下接種　0.5ml
20～56日間隔で3回

1期追加
1期初回接種終了後12カ
月に達した時から18カ
月に達するまでの期間

皮下接種　0.5ml
1期初回終了後 

12～18カ月の間に1回
ＤＴ 

（二種混合） 
ジフテリア

破傷風
2期 11歳～13歳の

前々日
11歳に達した時から12
歳に達するまでの期間 11歳に達する月 皮下接種　0.1ml

1回

※ＭＲ 
麻しん 
風しん

1期 1歳～2歳の前々日 同左 生後11カ月に達する月 皮下接種　0.5ml 
1回

2期
5歳～7歳未満で小学校
入学1年前（入学前年度
の4月1日～ 3月31日）

同左 小学校就学前々年度の
3月末ごろ

皮下接種　0.5ml 
1回

3期 中学校1年生に
相当する年齢の人

中学校1年生に相当す
る年度（4月1日～3月31
日）の1年間

該当する前年度の
3月末ごろ

皮下接種　0.5ml 
1回

4期 高校3年生に
相当する年齢の人

高校3年生に相当する年
度（4月1日～3月31日）
の1年間

該当する前年度の
3月末ごろ

皮下接種　0.5ml 
1回

日本脳炎

1期初回
（1 ～ 2回）

6カ月～7歳6カ月の
前々日

3歳に達した時から4歳
に達するまでの期間 3歳誕生月の翌月

皮下接種　0.5ml
（3歳以上）

6～28日間隔で2回

1期追加
6カ月～7歳6カ月前 
々日までで1期初回
終了後1年が経過し
た方

4歳に達した時から5歳
に達するまでの期間 4歳誕生月の翌月

皮下接種　0.5ml
（3歳以上）

1回

2期 9歳～13歳の前々日 9歳に達した時から10歳
に達するまでの期間

現在、個別勧奨は
行っていない

皮下接種　0.5ml 
1回

ＢＣＧ 6カ月の前々日まで 生後3カ月から6カ月に
達するまでの期間 生後3カ月に達する月 1回

集
団
接
種

急性灰白髄炎
（ポリオ）

3カ月～7歳6カ月の
前々日

生後3カ月に達した時
から生後18カ月に達す
るまでの期間

集団接種実施１カ月前
春：平成23年1月～12月生
秋：不活化ワクチン導入予定

経口投与　0.05ml 
41日以上の間隔で

2回
※ 基本はＭＲワクチンを接種。麻しんまたは風しんに罹患した場合に保護者が希望する際は罹患していないほうの単味の

ワクチンを接種することもできます。

別表２　接種間隔の目安
生ワクチン ＢＣＧ　ＭＲ  ポリオ　 接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと

不活化ワクチン ＤＰＴ　ＤＴ　日本脳炎
インフルエンザ 接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置くこと

住
吉
神
社
大
祭
の

獅し

子し

頭が
し
ら

宮み
や

出だ

し

区
民
無
形
民
俗
文
化
財

佃
一
丁
目
1
番
14
号�

住
吉
神
社

　

佃
一
丁
目
に
鎮
座
す
る
住
吉
神

社
は
、
正
保
三
年（
一
六
四
六
）、

佃
島
を
築
い
た
漁
師
た
ち
の
本

国
・
摂せ

っ

津つ
の

国く
に

西に
し

成な
り

郡ぐ
ん

佃
村（
現
在

の
大
阪
市
西
淀
川
区
）の
田た

蓑み
の

神

社（
産う

ぶ

土す
な

神が
み

）よ
り
分
神
霊
を
奉
遷

祭
祀
し
た
神
社
で
す
。
今
日
で
は
、

明
治
二
十
五
年（
一
八
九
二
）以
降

の
埋
立
工
事
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ

た
月
島
地
域
の
鎮
守
の
社
と
し
て

篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

住
吉
神
社
で
は
、
毎
年
八
月
六

日
・
七
日
に
例
祭（
常
例
に
よ
っ

て
毎
年
決
ま
っ
た
期
日
に
行
う
祭

礼
）が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、三
年
に
一
度
の
例
大
祭（
最

も
重
要
で
盛
大
な
祭
礼
）に
は
、

江
戸
の
風
情
を
伝
え
る
祭
り
を
一

目
見
よ
う
と
、
多
く
の
見
物
人
で

に
ぎ
わ
い
ま
す
。

　

大
祭
は
、
八
月
六
日
に
近
い
日

曜
日
を
含
ん
だ
四
日
間
で
、
祭
礼

初
日（
宵よ

い

宮み
や

祭
に
あ
た
る
）は
大お

お

幟の
ぼ
り

旗
揚
げ
・
大
祭
式
、
翌
日
は
氏
子

各
部
町
会
神
輿
の
勢
揃
い
・
獅
子

頭
宮
出
し
・
連
合
渡と

御ぎ
ょ

、
翌
々
日

は
宮
神
輿
宮
出
し
・
船
渡
御
・
御お

旅た
び

所し
ょ

へ
の
渡
御
、
最
終
日
は
宮
神

輿
の
各
町
内
巡
行
と
宮
入
、
と
い

っ
た
行
事
の
流
れ
で
す
。

　

大
祭
第
一
日
の
獅
子
頭
宮
出
し

は
、佃
住
吉
講（
佃
一
丁
目
の
祭
礼

や
各
種
行
事
を
取
り
仕
切
る
祭
祀

組
織
）の
若わ

か

衆い
し

た
ち（
講
員
は
年
齢

階か
い

梯て
い

に
よ
っ
て
若
衆
・
大お

お

若わ
か

衆い
し

・
世

話
人
の
身
分
が
あ
る
）に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
神
事
で
す
。
日
本
各
地

の
祭
礼
・
芸
能
等
で
も
よ
く
み
ら

れ
る
獅
子
頭
は
、伎
楽
と
と
も
に
大

陸
か
ら
渡
来
し
た
と
さ
れ
、後
に
、

五
穀
豊
穣
の
祈
祷
や
悪
魔
を
払
い

清
め
る
破
邪
の
霊
獣
と
し
て
獅
子

信
仰
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
住
吉
神

社
の
獅
子
頭
宮
出
し
で
は
、
宮
神

輿
巡
行
の
露つ

ゆ

払は
ら

い
や
魔
除
け
と
し

て
唐か

ら

獅じ

子し

が
担
ぎ
出
さ
れ
ま
す
。

　

拝
殿
に
安
置
さ
れ
た
雌
雄
一
対

の
獅
子
頭（
獅
子
頭
は
三
対
あ
り
、

一
対
ご
と
に
宮
出
し
さ
れ
る
）が

境
内
に
運
び
出
さ
れ
る
と
、
合
図

と
と
も
に
大
鳥
居
前
の
参
道
に
待

ち
構
え
て
い
た
若
衆
た
ち
が
、
我

先
に
と
全
速
力
で
境
内
へ
駆
け
込

み
、
獅
子
頭
に
御お

捻ひ
ね

り
を
投
げ
て

か
ら
鼻は

な

面づ
ら

の
綱
に
飛
び
付
き
ま
す
。

特
に
獅
子
頭
の
鼻
綱
を
取
る
と
縁

起
が
良
い
と
い
わ
れ
る
た
め
、
激

し
い
奪
い
合
い
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
境
内
で
は
、
雌
雄
の
獅

子
頭
を
高
々
と
差
し
上
げ
た
り
、

勇
壮
華
麗
な
揉
み
合
い
が
し
ば
し

展
開
さ
れ
、
一
帯
は
そ
の
熱
気
に

包
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
宮
出
し
を

終
え
た
獅
子
頭
は
、
境
内
を
出
て

町
内
巡
行
へ
と
向
か
い
ま
す
。
若

衆
が
燃
え
る
大
祭
最
初
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
の
神
事
は
、

住
吉
神
社
大
祭
を
彩
る
代
表
的
な

行
事
の
一
つ
で
す
。

中
央
区
主
任
文
化
財
調
査
指
導
員�

�

増
山
一
成

チョッと
知っ得

で
Ｍ
Ｒ
を
二
回
接
種
し
て
い
な
い

方
は
、
予
診
票
の
交
付
を
行
い
ま

す
。
中
央
区
保
健
所
、
日
本
橋
・

月
島
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
母
子
健

康
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
免
疫
の
効
果
か
ら
年

度
内
に
二
度
の
公
費
接
種
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係 

☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

▲獅子頭宮出し

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　

今
夏
も
節
電
が
必
要
と
さ
れ
る

中
、
熱
中
症
患
者
の
増
加
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。
特
に
高
齢
の
方
々
は
、

体
温
の
調
節
機
能
な
ど
が
低
下
し

て
お
り
、
熱
中
症
に
か
か
り
や
す

い
だ
け
で
な
く
、
自
覚
症
状
が
少

な
い
ま
ま
重
症
と
な
る
方
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
就
寝
中
な
ど
屋

内
で
安
静
に
し
て
い
て
も
発
症
し

ま
す
。
熱
中
症
の
予
防
法
や
対
処

法
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

熱
中
症
の
予
防
法
・
対
処
法

・
喉
が
渇
か
な
く
て
も
こ
ま
め
に

水
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。

・
暑
い
場
所
で
の
長
時
間
の
作
業

や
運
動
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

・
ク
ー
ラ
ー
や
扇
風
機
を
上
手
に

使
い
ま
し
ょ
う
。

・
疲
労
感
や
頭
痛
、
め
ま
い
、
吐

き
気
は
熱
中
症
の
サ
イ
ン
で
す
。

す
ぐ
に
体
を
冷
や
し
、
改
善
さ

れ
な
い
場
合
は
、
医
師
に
相
談

し
た
り
、
救
急
車
を
呼
ぶ
な
ど

の
対
応
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

※
問
合
せ
先

　

中
央
区
保
健
所
健
康
推
進
課
予

防
係 

☎（
３
５
４
１
）５
９
３
０

・「
救
急
車
を
呼
ん
だ
方
が
い
い

の
か
な
？
」と
迷
っ
た
ら

　

東
京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン
タ

ー（
24
時
間
対
応
） ＃
７
１
１
９

　

つ
な
が
ら
な
い
場
合
は

 

☎（
３
２
１
２
）２
３
２
３

熱
中
症
に
ご
注
意
を
!!

～
高
齢
の
方
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
～


